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～主な議案の概要～

　２月24日から３月20日までの25日間にわたり開
催された今定例会では､予算関係15件､条例関係20
件、その他６件の議案が上程されました。
　また、定例会最終日に市長より追加議案として、
予算関係２件、人事案件１件、さらに議会より、議
員提出議案６件が上程されました。
　市長提案理由では、鉄輪地獄地帯公園内に防災研
修所を設置することに伴い、条例を制定する説明に
加え、工事請負の契約締結について、議会の議決を
求めるものとする旨の説明があり、｢別府市鉄輪地

～主な議案の概要～

獄地帯公園防災研修所の設置及び管理に関する条例
の制定について｣「工事請負契約の締結について」
等の関連議案については、議案質疑で活発な議論が
行われました。
　採決においては、８件の議案について一部議員か
ら反対する旨の意思表示があり、そのうち議員提出
議案１件が否決されました。その他の議案について
は、賛成多数で原案のとおり可決等すべきものと決
定しました。

令和5年第1回定例会で49の議案を可決!令和5年第1回定例会で49の議案を可決!

●当初予算における重点事業 ※表中の金額は、１万円未満の額を切り捨てて表示しています

学校給食費の負担軽減事業など、｢こどもまんなか社会」の実現に向けて取り組みます。
こども政策の推進・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・130億9,630万円

健やかで心豊かに暮らせる社会の実現に向けて取り組みます。
認知症対策・健康寿命の延伸・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2億5,865万円

災害に強い、安心して暮らせるまちをつくります。
防災対策の推進・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3億6,767万円

観光ＤＸ等の事業を通じて稼ぐ別府、儲かる別府の取り組みを推進します。
経済振興・観光振興・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5億3,707万円

●条例の制定及び一部改正

鉄輪地獄地帯公園内に防災研修所を設置することに伴い、条例を制定します。
別府市鉄輪地獄地帯公園防災研修所の設置及び管理に関する条例の制定について

公園内での禁止行為の見直しに伴う条例を改正します。
別府市都市公園の設置及び管理に関する条例の一部改正について

●議員提出議案

議員が長期活動不可の場合、議員報酬を減額することに伴い、条例を改正します。
議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正について

個人情報の保護に関する法律等の一部改正により、個人情報の保護に関する規律が一元化されること
に伴い、同法の施行に関し必要な事項を定めるため条例を制定します。

別府市議会の個人情報の保護に関する条例の制定について

●その他

工事請負契約の締結について、条例の規定により議会の議決を求めるものです。
工事請負契約の締結について
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賛否の分かれた議案等賛否一覧表

件　名

原案可決
（全会一致）

原案可決
（全会一致）

原案可決
（全会一致）

原案可決
（全会一致）

原案可決
（賛成多数）

原案可決
（賛成多数）

否決
（賛成少数）

原案可決
（賛成多数）

原案可決
（賛成多数）

原案可決
（賛成多数）

別府市公民館条例の一部改正について

別府市学校給食共同調理場の設置及び管理に関する
条例の一部改正について

別府市立学校職員の退職手当に関する条例の一部改正
について

別府市立学校の設置及び管理に関する条例の一部改正
について

別府市手数料条例の一部改正について

別府市鉄輪地獄地帯公園防災研修所の設置及び管理
に関する条例の制定について

別府市職員の退職手当に関する条例の一部改正に
ついて

別府市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正
について

別府市個人情報保護審査会条例の制定について

別府市個人情報保護法施行条例の制定について

令和5年度別府市公共下水道事業会計予算

令和5年度別府市水道事業会計予算

令和5年度別府市後期高齢者医療特別会計予算

令和5年度別府市介護保険事業特別会計予算

令和5年度別府市地方卸売市場事業特別会計予算

令和5年度別府市公共用地先行取得事業特別会計
予算

令和5年度別府市競輪事業特別会計予算

令和5年度別府市国民健康保険事業特別会計予算

令和5年度別府市一般会計予算

令和4年度別府市公共下水道事業会計補正予算
(第1号)

令和4年度別府市水道事業会計補正予算(第1号)

令和4年度別府市後期高齢者医療特別会計補正予算
(第2号)

令和4年度別府市介護保険事業特別会計補正予算
(第3号)

令和4年度別府市国民健康保険事業特別会計補正予
算(第3号)

令和4年度別府市一般会計補正予算(第11号)

議案
番号

議決
結果

会派・議員名

議案等番号 件　　　　　名 議決結果

議第 1 号

議第 2 号

議第 3 号

議第 4 号

議第 5 号

議第 6 号

議第 7 号

議第 8 号

議第 9 号

議第10号

議第11号

議第12号

議第13号

議第14号

議第15号

議第16号

議第17号

議第18号

議第19号

議第20号

議第21号

議第22号

議第23号

議第24号

議第25号

市民クラブ
3人

自民新政会
3人

公明党
4人

自民党議員団
10人

日本共産
党議員団
2人 1人

改
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一
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松
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野
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首
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正

第1回定例会における議案等の審議結果など

議第 1号
議第 7号
議第 8号
議第12号
議第16号
議第17号
議第36号

国立病院の機能強化を求める
意見書

工事請負契約の締結について

別府市個人情報保護審査会条例
の制定について

別府市個人情報保護法施行条例
の制定について

令和5年度別府市介護保険事業
特別会計予算

令和5年度別府市国民健康保険
事業特別会計予算

令和5年度別府市一般会計予算

令和4年度別府市一般会計補正
予算(第11号)

議案賛成者は「○」、反対者は「×」、退席者は「－」、欠席者は「欠」、議長は「／」（採決に加わらない為）、法律により採決に加われない議案は「除」

原案可決
（全会一致）

原案可決
（全会一致）

国立病院の機能強化を求める意見書

第９期介護保険制度改正に関する意見書

新型コロナウイルス感染症の後遺症の方々の日常を
守る取組の強化を求める意見書

別府市議会委員会条例の一部改正について

別府市議会の個人情報の保護に関する条例の制定に
ついて

議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例
の一部改正について

令和５年度別府市一般会計補正予算（第１号）

人権擁護委員の推薦につき議会の意見を求めること
について

令和４年度別府市一般会計補正予算（第１２号）

別府市営セーリング艇庫の長期かつ独占的な利用に
ついて

市道路線の認定及び廃止について

字の区域及びその名称の変更について

他の普通地方公共団体の公の施設を本市の住民の利用
に供させることに関する協議について

公の施設を他の普通地方公共団体の住民の利用に供
することに関する協議について

工事請負契約の締結について

別府市上下水道局企業職員の給与の種類及び基準に
関する条例の一部改正について

別府市都市公園の設置及び管理に関する条例の一部
改正について

別府市印鑑条例の一部改正について

別府市国民健康保険税条例の一部改正について

別府市国民健康保険条例の一部改正について

別府市子ども･子育て支援法に基づく過料を定める条例
及び別府市子ども･子育て会議条例の一部改正について

別府市特定教育･保育施設及び特定地域型保育事業の
運営に関する基準を定める条例の一部改正について

別府市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準
を定める条例の一部改正について

別府市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関
する基準を定める条例の一部改正について

別府市野口ふれあい交流センターの設置及び管理に
関する条例の一部改正について

議案等番号 件　　　　　名 議決結果

議第26号

議第27号

議第28号

議第29号

議第30号

議第31号

議第32号

議第33号

議第34号

議第35号

議第36号

議第37号

議第38号

議第39号

議第40号

議第41号

議第42号

議第43号

議第44号
議員提出
議案第1号
議員提出
議案第2号
議員提出
議案第3号
議員提出
議案第4号
議員提出
議案第5号
議員提出
議案第6号

議員提出
議案第6号

原案可決
（賛成多数）
原案可決

（賛成多数）
原案可決

（賛成多数）
原案可決

（賛成多数）
原案可決

（賛成多数）
原案可決

（賛成多数）
原案可決

（賛成多数）
原案否決

（賛成少数）

〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
×

〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
×

〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
×

〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
×

〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
×

〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
×

〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
×

〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
×

〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
×

〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
×

〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
×

〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
×

〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
×

〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
×

〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
×

〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
×

〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇

〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇

〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇

〇
×
×
×
×
×
×
〇

〇
×
×
×
×
×
×
〇

×
×
〇
〇
〇
〇
×
〇

（可決された意見書をＨＰにて、掲載しています）
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議第１号｢令和４年度別府市一般会計
補正予算(第11号)｣について
【べっぷ創生応援寄附金について】

　　　企業版ふるさと納税に係る寄附は､国から認定
を受けた地域再生計画「別府市まち・ひと・しごと
創生推進事業」に記載の事業費用に充てることとさ
れています。贈呈式において、株式会社イズミ側の
趣旨説明では、新図書館建設事業への用途指定があ
り、寄附申出書においても同事業を寄附の活用事業
としています。株式会社イズミ側が新図書館建設に
役立ててほしいと意向を示している以上、信義則に
基づき、その意向を尊重し対応しなければいけない
と考えています。

議案質 疑

常任委員会審査
今回の寄附金の用途について、企業側から
指定された事業以外の事業の財源としても
使うことができるのか。

　　　株式会社イズミ側とは､再三にわたって話し合
いをし、継続協議をしてきましたが、第１期、２期
計画含めて約束がなかなか実現できない中、今回の
２億5,000万円の企業版ふるさと納税は地域への貢
献として「新図書館建設」に対する寄附ということ
になったものであります。また、既にゆめタウン自
体が地域資源となって重要な買い物の場所となって
いることを考えると、今から３年半後の新たな事業
用借地権設定契約に係る覚書の更新を前提で今回の
企業版ふるさと納税をお受けすることに当然なって
くるということであります。今後、過去においても
できなかったことがどういう形であれば実現できる
のかということを株式会社イズミ側と真摯に話し
合いをしながら、色々な形をもって地域への貢献
策を解決していきたいと考えています。

今回の寄附については、報道等で周知して
おり、政治決着を市のトップが行ったこと
は政治手腕だと思っている。改めて、市長
から再度説明を求める。

議第２号「令和４年度別府市国民健康
保険事業特別会計補正予算(第３号)｣に
ついて

　　　基金残高につきましては、令和４年度末でおよ
そ16億円と見込まれます。

今回の補正予算に計上されている基金積立
金の減額により、令和４年度末の基金残高は
いくらになる見込みか。

● 総務企画消防委員会
鉄輪地獄地帯公園内に防災研修所を設置することに
伴い、条例を制定することについて、委員から、施
設の維持管理に関して質疑があり、当局から、使用
許可等は、直営とする一方、清掃等は、地元自治会
への委託に向けて関係者と協議中であるとの答弁が
ありました。これに対し別の委員から、市民の防災
知識の習得につながるような施設運営を求める意見
があり、当局から、防災意識と住民福祉の向上につ
ながるよう責任をもって活用を図っていきたい旨の
答弁がありました。

● 観光建設水道委員会
株式会社イズミからの企業版ふるさと納税による新
図書館プロジェクトへの寄附金について、委員か
ら、今回の寄附と過去の立地協定の位置付けの整理
など議会への説明が不十分であるとの意見がありま
した。また、昨年８月に市内８公園において実施し
た花火を利用可能とする社会実験の結果に基づき、
公園内での火気の使用について、条件を満たす場合
に可能とするなど禁止行為を見直すことに伴い、都
市公園の設置及び管理に関する条例を一部改正した
いとの当局説明がありました。

● 厚生環境教育委員会
議第33号別府市印鑑条例の一部改正についてでは、
法律の一部改正により、利用者証明用電子証明書に
ついて、スマートフォンに組み込まれた電磁的記録
媒体に記録するものが規定されたことに伴い、条例
を改正しようとするものであるとの説明がなされ、
委員から、マイナンバーカードがあればコンビニで
住民票等交付できていたものが、電子証明書が入っ
たスマートフォンでも可能になるのかとの質疑がな
され、当局から、法改正により令和５年５月から可
能になるよう準備をしているとの答弁がなされまし
た。

　今定例会の議案質疑では、執行部が提出した令和
４年度各会計補正予算や条例などの議案に対し４名
の議員が質疑を行いました。そのうち主な議案質疑
を掲載します。

　会議での提案者の説明及び質疑が終了した後、さ
らに検討するため、常任委員会等に議案審査を付託
しています。

（議案質疑の詳細はＨＰにて掲載しています。）
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１ 当初予算編成方針等について
　令和５年度は統一地方選挙を控えているため、い
わゆる骨格予算ではあるが、継続中の学校給食共同
調理場建替事業、小中学校等体育館空調整備事業及
び総合体育館改修事業といった大型事業を計上した
ことから､前年度と比較して､5.4%増の588億4千万
円と過去最大の予算規模となった。

３ 歳出について
　学校給食共同調理場建替事業、総合体育館改修事
業、美術館や小中学校等体育館の空調整備事業等、
教育費において対前年度95.3％の増加が見込まれて

いる。これらは、施設の老朽化や近年の猛暑対策と
して実施されるものであり、また、国庫支出金等を
活用し、一般財源の支出を極力抑えているものとの
ことではあるが、財政運営にあたっては、常に適切
で緊張感を持った取り組みを行うよう求めるもので
ある。
　個別事業については、消防団運営交付金におい
て、団の運営に要する経費の一部に対し、健全な運
営及び消防団活動の推進・発展に寄与するため、団
員１人につき年間３千円の交付金を支給するもので
あるが、新たな制度であることや、各分団に申請の
手続きが生じてくることから、制度の周知のみなら
ず運用の支援に努めること、消防団の施設維持管理
に要する経費では、第３分団の格納庫の移転に要す
る経費が１千７百万円計上されているが、火災やあ
らゆる災害において、消防団の活動・活躍は不可欠
であり、市民の安全確保に努めるために必要な施策
等は積極的に行うこと、持続可能な温泉資源活用に
要する経費では、現状を的確に把握し、有識者等と
十分議論しながら、「温泉マネジメント計画」の策
定を進めることを要望する。
　子どもの貧困対策に要する経費では、子ども食堂
などへの補助金について、趣旨を踏まえた団体の選
定、事業内容等の精査を行い、形骸的な制度になら
ないよう努めること、出産・子育て応援給付金に要
する経費では、コロナ禍において増大した職員の負
担を鑑み、正規職員を配置するなど必要に応じた人
員の確保を要望する。
　不登校児童生徒支援に要する経費では、専門的な
スキルをもった支援員の確保に努めるとともに、継
続雇用を可能とする環境の整備を求める。
　国民健康保険税条例の一部改正では、広域化によ
る国保財政の安定や物価高騰等による厳しい社会情
勢を受け、被保険者の所得割率を0.5％、均等割額
を2,000円引下げたことは適切なものと評価する。
　コロナ禍の影響も残る中、急激な物価高騰等によ
り市政運営は、依然厳しい状況が続くと思われる
が、持続可能な財政運営を行うよう求める。

２ 歳入について
　令和２年度・３年度とコロナ禍の影響で落ち込ん
でいた市税が、令和４年度は140億円台に回復する
見込みであり、ウイズコロナへの経済社会活動の正
常化が進みつつある中、令和５年度もまた、固定資
産税が約２億６千２百万円、個人市民税が約４千５
百万円、入湯税は約９千万円の増収が見込まれてお
り、市税全体として、前年度比約４億８千２百万円
の増加が見込まれている。
　地方交付税は、国の地方財政対策により前年度比
約４億１千万円の増加、湯のまち別府ふるさと応援
寄附金は、２億円増加の10億７百万円が見込まれて
いる。
　市債は、大型事業の実施により24億円の増加が見
込まれているが、過去の経済対策等の実施に伴う地
方債の償還が令和４年度をピークに減少していく傾
向から、全体として大きな影響はないとの見込みで
ある。
　しかしながら、公債費の増加は将来にわたる財政
負担となり、市民の不安感につながるものであるこ
と、また、社会情勢は今後も厳しい状況が予想され
ることから、常に財政規律を意識し、後年度の財政
運営に支障をきたさないよう適切に管理することを
強く要望する。

　予算審議と決算審査の循環性を確保するため、予算決算特別委員会を開催し、令和５年
度の当初予算について、慎重な審議を実施しました。主な内容は次のとおりです。

予算決算特別委員会（令和５年度当初予算審議）
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｢南部地域の振興対策｣について

　　都市計画道路の浜脇～秋葉線（幅員16
ｍ）の事業は家屋の立ち退きも進んできた
が、朝見川の橋が現行より1.5ｍ高くなる計画
になっているため、南側の市道部分の改良が
必要になってくる。既に浜脇川の市道部分の
改良設計は出来上がっているが、住吉温泉前
から松原公園前を通り楠銀天街に通ずる道路
の計画は未定である。この事業は、楠銀天街
問題の新たな開発にとっても急務の事業では
ないか。工事は補助事業で進めてほしい。市
道整備の支障物件の除去については、国、県
の補助対象となると聞いているが、国や県に
交渉しているのか。
　　橋の北側は、市道日の出国分町線になり
ますが、都市計画道路浜脇～秋葉線に接続す
る部分で、都市計画道路の整備により影響の
出る所につきましては、地元や関係機関と協
議し、通行等の支障がないように整備を行う
こととしています。また、楠銀天街につきま
しては、アーケードを撤去した際、道路整備
を実施する予定としていますが、道路整備
は、都市再生整備計画に基づく都市構造再編
集中支援事業により国の補助金をいただくこ
とを検討しています。現在の計画では、アー
ケードの解体につきましては補助対象となっ
ておりませんが、引き続き、県とも相談しな
がら調査等をしていきます。

　　南部地区には、なかよし公園、松原公
園、浜脇公園の都市公園があり、「まちなか
公園」として住民に親しまれている。特に、
浜脇公園は隣接して、マンションや病院等が
存在する特殊な公園であり、津波等の災害時
に避難する道路が必要です。浜脇～秋葉に接
続する道路の新設を地域として要望している
が、どのようになっているか。

答　県や関係部署、関係者とで協議させてい
ただいたうえで、今後決定していくと思いま
す。ご要望については、しっかりと受け止め
たいと思います。

｢子育て支援｣について

　　こどもに関する手続きは色々とあります
が、「こども部」設置によって手続きや相談
支援についてはどのようになるか。
　　手続きについては、こども家庭課と子育
て支援課の２課で行います。相談業務につい
ては別府市保健センター内のこども家庭セン
ターが包括的窓口となります。妊娠からこど
もの成長過程において、迷うことなくひとつ
の相談窓口にてご相談いただけます。今後
は、さらに切れ目のない支援が出来るように
なります。

　　別府市は令和５年度当初予算の概要にお
いて、重点施策としてこども政策の推進を行
い、「こどもまんなか社会」を市長が提案し
ている。今後、具体的にどのような社会を目
指しているのか。
　　子どもという尊い存在を中心に施策を行
うため新設するこども部、こども家庭課、子
育て支援課とでしっかりと取り組んでまいり
ます。教育とも連携を行い、切れ目なく子ど
もたちの健全な育成に寄与します。過保護で
はなく、別府市の子どもたちが将来強く、し
なやかに生きることができるよう、また、生
まれ育った環境に関係なく、健全に自立でき
るよう、サポートをしていく必要があると思
っています。さらに、子育て環境と教育環境
の整備だけではなく、子ども見守りシステム
を活用した、ＤＸ等による子どもたちの傾向
の「見える化」を行い、集約した情報をもと

に、子どもたちの抱える課題の早期解決に努
めていきたいと思います。今までやってきた
ことを退化させることなく上積みを行い、子
ども見守りシステムの構築を行い、子どもた
ちの健全な育成に役立てていきたいと思って
います。

｢市職員の長時間労働と休職者の現状
及び対策｣について
　　令和３年９月定例会で、市職員の時間外
超過勤務時間の上限を定め、１年半経過した
が、時間外勤務の状況はどうなっているか。
　　令和４年４月から令和５年１月までの期
間における延べ人数は、月に45時間を超えた
職員が222人、100時間を超えた職員が10
人となっています。

　　月100時間超えの職員がいるが、どうい
う業務内容か。
　　参議院通常選挙や国の特別給付金等の業
務であり、臨時的な業務です。

　　条例や規則を整えても中身がなければ意
味がない。季節的に業務が多忙になる場合は
やむなしとしても、年間を通じて時間外が多
い職場の業務内容は把握できる。長時間労働
縮減の取り組みをどうしているのか。
　　月２回の時間外勤務の状況調査を行って
おり、可能性のある職員については所属長と
業務内容の確認・分析と改善を行っていま
す。

　　長期病休者、育児休暇取得者の現状は。
　　市長事務部局、教育委員会で病気休職者
10名、育児休業の取得者23名となっていま
す。

　　職員数がギリギリの中で、１人が長期病
休に入ると、残された職員に大きく負担がか
かる。対策はどうしているか。
　　病気に伴う休暇や休業については予測が
困難ですが、必要に応じて人事異動や事務分
担の見直し、正規職員の補助的業務として、
会計年度任用職員を雇用することにより対応
しています。加えて、業務改善に継続的かつ
積極的に取り組むことにより職員の負担軽減

を図ってまいります。

｢マイナポイント事業｣について

　　最大２万円分のポイントが付与される国
のマイナポイント事業について、ポイントの
申し込みに必要なマイナンバーカードの申請
期限は２月末までとなっていた。別府市のマ
イナンバーカードの申請状況はどうなってい
るか。
　　本市のマイナンバーカードの申請数は、
２月末日現在、83,193件となっています。
申請率は73.3%で、全国平均の72.6%を初
めて超えました。カードの申請期限が当初の
９月末から12月末、２月末と２回延長された
ことで、昨年の９月以降、毎月3,000件から
5,000件の申請がありました。

　　市のサポート窓口が混雑し、最大２時間
の待ち時間が発生したとのことだが、マイナ
ポイントの申し込み期限は５月末となってお
り、今回カード申請をサポートした皆さんに
対して再度、ポイント申請の支援が必要にな
ると考える。窓口の大混雑を避けるため、ど
のような取り組みをしていくのか。
　　マイナンバーカードの普及促進の取り組
みについてですが、継続的に広報を行い、皆
さまに呼び掛けていくこととともに、できる
だけ便利の良い場所で、待たずに安心して申
請ができるサポートを提供することが必要だ
と考えております。内容としましては、これ
までも市役所常設窓口のほか、市内の商業施
設や学校、職場等に年間200回以上の出張窓
口を開設し、２か月ごとに窓口のスケジュー
ルを掲載したチラシを各戸配布しました。窓
口をできるだけ、市民の皆さまの目に触れる
場所で開くことは広報の意味でも重要だと考
えており、今後につきましても、状況に応じ
予測を立てながら、質の高いサポートができ
るよう努めてまいりたいと考えています。

※マイナポイントの申し込み期限は、令和５
年３月31日に９月末まで延長されることが発
表されました。

｢デジタル化による行政業務の効率
化と利便性の向上｣について

　　マイナンバーカードの２月末での、別府
市の申請率は。
　　本市の申請数は83,193件で、人口に対
する申請率は73.3%です。普及促進に力を入
れて取り組んだ結果、全国平均の72.6%を
0.7%上回りました。

　　市役所に行かなくても申請ができる「行
かない窓口」の取り組みでは、マイナンバー
カードを利用したコンビニでの証明証交付サ
ービスなどの利用数が伸びている。一方、市
役所窓口で証明書を申請する時に、高齢者や
障がいのある方など、申請書の記載が困難な
方もいる。デジタルを活用することで申請書
を自動的に作成する「書かない窓口」の導入
に関して別府市の取り組み状況はどうか。
　　申請者の負担軽減になることから、別府
市でも、マイナンバーカードを利用した申請
書の記載内容の自動作成サービスなどの調
査、研究を行っています。国では令和５年度
の夏頃を目途に「書かないワンストップ窓
口」サービスを提供する予定になっており、
この動向を注視し、調査、研究を行っていき
ます。

　　スマートフォンなどのデジタル機器やサ
ービスの使い方をサポートする「デジタル推
進員」を増やしていくことが重要と思うが、
別府市における取り組みはどうか。
　　本市では、令和３年度に国の｢デジタル
活用支援推進事業｣を行い、スマートフォン
講座を地区公民館等で12回、延べ112名の
受講者を対象に実施しました。令和４年度
は、各地域でひとまもり・まちまもり協議会
がスマホ教室を実施し、デジタル推進クラブ
を立ち上げ、地域の人たちが講師になって開
催している協議会もあります。市では、デジ
タル活用推進員の紹介などを行い、将来的に
は「近所の人が教え合う」モデルを構築して
いきたいと考えています。

｢おじかの利活用と現状｣について

　　おじかは、市の直営で市内の子どもたち
を受け入れてきたが、令和２年10月11日か
ら施設の老朽化及び新型コロナウイルス感染
症の影響により現在の施設での利用が困難で
あることから休館している。休館前と休館後
で利用者数及び管理費はどうなっているの
か。
　　利用者数につきましては、休館前の平成
29年度から令和元年度までの３年間の平均で
8,424人、休館後の令和２年度は1,291人、
令和３年度は1,502人となっています。ま
た、管理費につきましては、休館前３か年の
平均が約4,100万円、令和２年度は約2,600
万円、令和３年度では約1,200万円となって
います。

　　おじかは昭和54年の開館以来、別府の未
来を担う子どもたちの成長・育成の場である
社会教育施設として重要な役割を担ってき
た。新型コロナウイルス感染症拡大の影響と
施設の老朽化により休館しているが、現状と
今後について教育委員会はどのように考えて
いるのか。
　　今後も引き続き、社会教育施設として提
供しなければならないと考えております。既
存施設は老朽化して耐震性が確保されていな
いこと、一部が土砂災害警戒区域に指定され
ていることを踏まえ、今後の整備の方向性を
検討しております。

　　おじかは、社会教育施設として貴重な財
産であるだけでなく、別府市民の思い入れが
深い施設であるため、より多くの市民の意見
を汲んで新たな施設としてスタートしていた
だきたいが、どのように考えているのか。
　　おじかは貴重な自然体験学習の場であ
り、これからも必要な施設であると認識して
おります。今後、おじかを宿泊学習施設とし
て継続するため、既存施設の改修方法や運営
方法等、受託事業者による専門的な知見を基
に作業を進めております。今後、学校や関係
者の方々からのご意見を伺い計画を策定して
まいりたいと考えています。

｢高齢者優待入浴券交付事業等｣
について

　　温泉による医学的効果で、疾病リスクの
軽減が実証実験で確認されている。健康寿命
延伸の観点から、以前、廃止となった高齢者
優待入浴券交付事業を復活させてはどうか。
　　福祉事業の在り方や検討委員会からの意
見、市営・区営温泉の経営状況などを総合的
に判断し、制度の廃止を行いました。市民入
浴券を利用していただき、安価な負担で健康
につなげてもらえればと考えております。

【アーバンスポーツ施設の整備について】
　　スケートボードやＢＭＸなどオリンピッ
クの影響もあり、競技人口や愛好者が増加し
ている。安心・安全な公園利用のため施設整
備をしてはどうか。
　　来年度、公園利用のニーズ調査を行う予
定です。調査結果を踏まえ整備の検討をしま
す。

【新採用教職員の頻繁な広域異動について】
　　県教育委員会の独自の異動ルールや、長
時間労働が、教職員のなり手不足や教職員未
配置の要因となっている。令和４年第３回定
例会において、異動ルールの改善に向けた意
見書を提出したが、その後の県の動向は。
　　知事から「教職員の負担を軽減し、魅力
的な採用制度や職場環境を作ってほしい」と
の要望を受け、広域異動制度の見直しを含
め、市町村教育長会議で議論を行っています。

　　異動対象者の声を県の教育委員会に伝え
ているか。
　　長距離勤務による心身の疲弊や、保育所
への送迎の難しさなどの実情を県に伝えてい
ます。

【子どもまんなか社会について】
　　公立幼稚園において、子どもへのきめ細
やかな対応を可能にする少人数学級や正規職
員の採用が必要だと思われるが、どのように
考えているか。
　　就学前教育・保育振興プログラム及びビ
ジョンを策定する中で検討していきます。

｢市は本気で棚田の多面的な活用｣
について

　　大分県は2021年に大分県農業非常事態
宣言をしている。農業を取り巻く環境は厳し
さを増しているが、市内の農地面積と耕作放
棄地面積は。
　　田畑の総面積は、479ヘクタール耕作放
棄地面積は138ヘクタールです。

　　令和４年「つなぐ棚田遺産」に別府市の
５か所が指定された。指定棚田を後世に残す
ためにも棚田の交流人口を増やすことが極め
て重要であるが具体策は。
　　別府市では、棚田イベント「湯のまち棚
田マルシェ｣、田植え・稲刈り体験などの交
流イベントを開催することで、交流人口の増
加による地域振興を考えております。

　　農業関係者の高齢化や人口減少で棚田を
守ることは難しくなっている。棚田の多面的
な活用方法として、農業と福祉＝障がい者・
高齢者・子ども・不登校児童等が安心できる
空間、憩いの空間、笑顔が溢れるテント村の
設置。農業と観光＝国内外の観光客との交
流。農業と教育＝子どもの農業体験など多面
的な活用が考えられるが。
　　農業との連携については、観光面では、
棚田交流イベントの開催、福祉では、福祉関
係者と連携をした実績がございます。また、
教育では、子ども達の収穫体験を実施してい
ます。

　　多面的な活用には、道路、トイレ、直売
所、休憩所、交流施設、駐車場の整備や新設
が必要となるが。
　　全体のバランスを見ながら、５地区の棚
田の代表者などで組織されている棚田地域振
興協議会にて、必要性についての調査、研究
を行っていきたいと考えております。

　　堂面棚田は、全国のモデルにできると信
じている。農業振興や棚田を本気で守るのは
言葉だけではできない。取り組む覚悟がある
のか。
　　棚田全体を考えつつ、堂面棚田の役割や

どのような機能を担っていくのか、持続可能
か等、できるところから具体的に協議してい
きたいと思います。

｢別府市の契約・水道局・公園行政・
株式会社イズミ｣について

　　水道局贈収賄事件について、再発防止の
ために上下水道局がどのように対応してきた
か。また、今後の取り組みについて伺いた
い。
　　再発防止については、企業管理者を中心
とした上下水道局業務改善委員会で検証を行
い、様々な再発防止対策等を行っています。
今後は、水道局全職員対象の公務員倫理研修
を実施し、高い倫理観を局内に醸成させるこ
とで、再発防止に引き続き努めてまいりま
す。

　　先般の所管事務調査において、退職金の
返納について当事者の生活の状況を考慮し、
退職金の一部または全額を返納するとある
が、その後どのような対応を行っているか。
　　当該元職員に係る退職金返納手続きにつ
いては、関係法令に基づき、必要な手続きを
行っています。

　　春木川公園整備事業は、中止ではなく、
工期遅れである。材料高騰による設計変更
で、工期がさらに遅れるようだが、工程表に
ついてはどのように管理しているのか。
　　工事期間は工程表として提出されていま
す。現在、工事期間の変更について事業者が
協議を行っており、再度提出される予定で
す。

　　立地の際に、株式会社イズミと締結した
協定書はどのような効力を持っているのか。
協定にある地域振興への協力などの不履行に
ついては賠償の対象にならないのか。
　　立地に関する協定書には、12の条項を
もって協定していますが、損害賠償を明記し
た規定はありません。
　
　水道局の件については、所管事務調査案件で
す。２年以上たちます。今後もしっかりと対応
していただきたい。

｢市民の移動手段の確保｣について

　　別府市では、市街地においても交通不便
地域が発生しており、前回の議会でも、地域
の意見を聞きながら交通不便地域の解消に向
けて取り組んでいかなければならない喫緊の
課題であるとの答弁がされた。あらためて認
識と現在の取り組み状況を伺いたい。
　　人口減少等により、地域の公共交通の維
持が厳しい状況にある中、医療や福祉、買い
物などの移動手段の確保は、市民の生きが
い、健康維持にも影響する重要な課題だと考
えています。別府市では、交通不便地域に対
しては、住民の需要、ニーズに応じた利用し
やすい運行方式を検討することとしており、
対象となる地区の自治委員や民生委員との意
見交換会を実施し、１月には住民アンケート
を行いました。

　　アンケート調査の回答状況は。
　　人口集積や地形等で優先される地域とし
て、扇山地区の70歳以上の方、1,468人を
対象に、移動手段や公共交通の利用状況、必
要な移動サービス、自宅から乗り場までの許
容時間、利用料金などのアンケートを実施し
ました。回答状況は、810件、回収率は約
55パーセントです。

　　福岡県小郡市では市、まちづくり協議
会、地域住民の協働で自治会バスを運行して
おり、交通不便地域では有効な手段であると
思う。アンケートは半数以上の回答があり、
地域住民の関心も高い。結果に沿った事業を
行うことが重要だと思うが今後の対応は。
　　当該地域では、ジャンボタクシーサイズ
の車両でも運行困難な場所があり、坂道が多
く、高齢者の徒歩での移動には大きな負担が
かかっているとの声もあります。車両の種類
や運行ルート、運賃、既存の公共交通との共
存、市の財政負担などの課題は多くあります
が、自治会バスを含めた、住民にとって利便
性の良い交通手段の確保について、引き続き
地域住民と協議してまいります。

｢新図書館・教育行政｣について

　　新図書館については、市民の意見を取り
入れながら設計を進めるよう求めてきたが、
公開されなかった。少なくとも敷地全体の平
面図は公開すべきではないか。
　　イメージ図は公開しており、レイアウト
配置の概略図も、適切な時期に公開します。

　　新図書館の駐車場はどうなるか。工事中
は今の臨時駐車場は使えないと思うが、市役
所来庁者のための代替駐車場はどうなるの
か。
　　建物が富士見通り沿いになり、駐車場は
建物の北側（水道局側）となります。工事中
の代替駐車場については、確保に努めてまい
ります。

　　建設費は32～36億円程度と言われてき
たが、最終的にはどうなるか。
　　資材高騰などにより、令和３年度からの
総事業費は45億円超と見込んでいます。

　　市立小中学校の不登校者数、いじめ件数
の推移及び５年前と現在の特別支援学級の学
級数と在籍者数の推移は。
　　不登校者数は、昨年度215人、今年度２
学期末で223人です。いじめの認知件数は、
令和２年度が1,354件、３年度が1,545件で
す。特別支援学級数と児童生徒数は、平成29
年度が46学級、186人、令和４年度が53学
級、281人です。

　　就学援助制度の利用者数と利用割合は。
　　小学校が1,011人、21%、中学校が670
人、27%です。

　　教員の長期病休者数、うち精神疾患によ
る病休者数はどうか。
　　令和４年度は長期病休者15人、うちメンタ
ル要因は11人です。

　　子どもは、様々なストレスにさらされな
がら学校生活を送っており、子育て世帯の貧
困化もすすんでいる。また、教員も様々な問
題を抱えている中、教員定数を増員するなど

行政の支援は急務であるが。
　　全ての子どもたちは、生まれた環境によっ
て夢を描けなかったり貧困に陥ったりすること
なく、幸せになる権利があります。そのために
は、こどもまんなか社会実現に向け、人と人と
のつながりを教育の中でしっかり取り組み、こ
ども見守りシステムという目に見えてこなかっ
たことを見える化しながら、全ての子どもたち
が夢を思い描けるような別府市にしていきたい
と思っています。

｢２類相当から５類への移行・学校
給食｣について

　　国は令和５年５月８日より新型コロナウ
イルス感染症の位置づけを「２類相当」から
「５類」に移行することを発表している。ま
た、先行して、３月13日からマスク着用につ
いて基本的に個人の判断に委ねられるように
なるが、５類に移行となっても感染が減少す
るということではない。今後、国は、検査や
外来診療は自己負担と打ち出している。検査
が有料になれば、不安でも検査に行かない人
も出てくるのではないかと危惧している。市
では、５類に移行することによって市民の生
活にどのような影響が出てくるか。
　　新型コロナウイルスの感染法上の位置づ
けの変更に伴い、入院や外来の取り扱いが変
更になると認識しており、これまで取ってき
た各種対策・措置等変更される部分が多くあ
ると考えております。国におけるスケジュー
ルとしましては、今後具体的な内容を検討・
調整を進めていくと伺っておりますので、具
体的な内容が示され次第、必要な対策を講じ
ていきたいと考えております。

　　学校給食に地元の食材の活用を推進して
いくにあたり、今後どのように運営をされて
いくのか。
　　食材の発注は、センター化後も教育政策
課を中心に行います。
　
　安心安全な食材で給食を届けることは､委託し
た調理業務以上に大切だと思う｡食材調達の仕組
みには要となる新たな部署の設立も視野に入れて
進め､｢こどもまんなか｣というからには､子どもた
ちの意見も聞いていただきたい。

　一般質問は、市の行政全般にわたり事務の執行状況や将来に
対する方針などを質問するものです。３月議会では12名の議
員が市当局の見解をただしました。主な内容は次のとおりです。一般質問

Q A

自民党議員団
しゅ　とう　　　　　　ただし

首藤　　正　 議員

自民党議員団
ひ 　 な 　 ご　あつ　こ

日名子敦子　 議員
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｢南部地域の振興対策｣について

　　都市計画道路の浜脇～秋葉線（幅員16
ｍ）の事業は家屋の立ち退きも進んできた
が、朝見川の橋が現行より1.5ｍ高くなる計画
になっているため、南側の市道部分の改良が
必要になってくる。既に浜脇川の市道部分の
改良設計は出来上がっているが、住吉温泉前
から松原公園前を通り楠銀天街に通ずる道路
の計画は未定である。この事業は、楠銀天街
問題の新たな開発にとっても急務の事業では
ないか。工事は補助事業で進めてほしい。市
道整備の支障物件の除去については、国、県
の補助対象となると聞いているが、国や県に
交渉しているのか。
　　橋の北側は、市道日の出国分町線になり
ますが、都市計画道路浜脇～秋葉線に接続す
る部分で、都市計画道路の整備により影響の
出る所につきましては、地元や関係機関と協
議し、通行等の支障がないように整備を行う
こととしています。また、楠銀天街につきま
しては、アーケードを撤去した際、道路整備
を実施する予定としていますが、道路整備
は、都市再生整備計画に基づく都市構造再編
集中支援事業により国の補助金をいただくこ
とを検討しています。現在の計画では、アー
ケードの解体につきましては補助対象となっ
ておりませんが、引き続き、県とも相談しな
がら調査等をしていきます。

　　南部地区には、なかよし公園、松原公
園、浜脇公園の都市公園があり、「まちなか
公園」として住民に親しまれている。特に、
浜脇公園は隣接して、マンションや病院等が
存在する特殊な公園であり、津波等の災害時
に避難する道路が必要です。浜脇～秋葉に接
続する道路の新設を地域として要望している
が、どのようになっているか。

答　県や関係部署、関係者とで協議させてい
ただいたうえで、今後決定していくと思いま
す。ご要望については、しっかりと受け止め
たいと思います。

｢子育て支援｣について

　　こどもに関する手続きは色々とあります
が、「こども部」設置によって手続きや相談
支援についてはどのようになるか。
　　手続きについては、こども家庭課と子育
て支援課の２課で行います。相談業務につい
ては別府市保健センター内のこども家庭セン
ターが包括的窓口となります。妊娠からこど
もの成長過程において、迷うことなくひとつ
の相談窓口にてご相談いただけます。今後
は、さらに切れ目のない支援が出来るように
なります。

　　別府市は令和５年度当初予算の概要にお
いて、重点施策としてこども政策の推進を行
い、「こどもまんなか社会」を市長が提案し
ている。今後、具体的にどのような社会を目
指しているのか。
　　子どもという尊い存在を中心に施策を行
うため新設するこども部、こども家庭課、子
育て支援課とでしっかりと取り組んでまいり
ます。教育とも連携を行い、切れ目なく子ど
もたちの健全な育成に寄与します。過保護で
はなく、別府市の子どもたちが将来強く、し
なやかに生きることができるよう、また、生
まれ育った環境に関係なく、健全に自立でき
るよう、サポートをしていく必要があると思
っています。さらに、子育て環境と教育環境
の整備だけではなく、子ども見守りシステム
を活用した、ＤＸ等による子どもたちの傾向
の「見える化」を行い、集約した情報をもと

に、子どもたちの抱える課題の早期解決に努
めていきたいと思います。今までやってきた
ことを退化させることなく上積みを行い、子
ども見守りシステムの構築を行い、子どもた
ちの健全な育成に役立てていきたいと思って
います。

｢市職員の長時間労働と休職者の現状
及び対策｣について
　　令和３年９月定例会で、市職員の時間外
超過勤務時間の上限を定め、１年半経過した
が、時間外勤務の状況はどうなっているか。
　　令和４年４月から令和５年１月までの期
間における延べ人数は、月に45時間を超えた
職員が222人、100時間を超えた職員が10
人となっています。

　　月100時間超えの職員がいるが、どうい
う業務内容か。
　　参議院通常選挙や国の特別給付金等の業
務であり、臨時的な業務です。

　　条例や規則を整えても中身がなければ意
味がない。季節的に業務が多忙になる場合は
やむなしとしても、年間を通じて時間外が多
い職場の業務内容は把握できる。長時間労働
縮減の取り組みをどうしているのか。
　　月２回の時間外勤務の状況調査を行って
おり、可能性のある職員については所属長と
業務内容の確認・分析と改善を行っていま
す。

　　長期病休者、育児休暇取得者の現状は。
　　市長事務部局、教育委員会で病気休職者
10名、育児休業の取得者23名となっていま
す。

　　職員数がギリギリの中で、１人が長期病
休に入ると、残された職員に大きく負担がか
かる。対策はどうしているか。
　　病気に伴う休暇や休業については予測が
困難ですが、必要に応じて人事異動や事務分
担の見直し、正規職員の補助的業務として、
会計年度任用職員を雇用することにより対応
しています。加えて、業務改善に継続的かつ
積極的に取り組むことにより職員の負担軽減

を図ってまいります。

｢マイナポイント事業｣について

　　最大２万円分のポイントが付与される国
のマイナポイント事業について、ポイントの
申し込みに必要なマイナンバーカードの申請
期限は２月末までとなっていた。別府市のマ
イナンバーカードの申請状況はどうなってい
るか。
　　本市のマイナンバーカードの申請数は、
２月末日現在、83,193件となっています。
申請率は73.3%で、全国平均の72.6%を初
めて超えました。カードの申請期限が当初の
９月末から12月末、２月末と２回延長された
ことで、昨年の９月以降、毎月3,000件から
5,000件の申請がありました。

　　市のサポート窓口が混雑し、最大２時間
の待ち時間が発生したとのことだが、マイナ
ポイントの申し込み期限は５月末となってお
り、今回カード申請をサポートした皆さんに
対して再度、ポイント申請の支援が必要にな
ると考える。窓口の大混雑を避けるため、ど
のような取り組みをしていくのか。
　　マイナンバーカードの普及促進の取り組
みについてですが、継続的に広報を行い、皆
さまに呼び掛けていくこととともに、できる
だけ便利の良い場所で、待たずに安心して申
請ができるサポートを提供することが必要だ
と考えております。内容としましては、これ
までも市役所常設窓口のほか、市内の商業施
設や学校、職場等に年間200回以上の出張窓
口を開設し、２か月ごとに窓口のスケジュー
ルを掲載したチラシを各戸配布しました。窓
口をできるだけ、市民の皆さまの目に触れる
場所で開くことは広報の意味でも重要だと考
えており、今後につきましても、状況に応じ
予測を立てながら、質の高いサポートができ
るよう努めてまいりたいと考えています。

※マイナポイントの申し込み期限は、令和５
年３月31日に９月末まで延長されることが発
表されました。

｢デジタル化による行政業務の効率
化と利便性の向上｣について

　　マイナンバーカードの２月末での、別府
市の申請率は。
　　本市の申請数は83,193件で、人口に対
する申請率は73.3%です。普及促進に力を入
れて取り組んだ結果、全国平均の72.6%を
0.7%上回りました。

　　市役所に行かなくても申請ができる「行
かない窓口」の取り組みでは、マイナンバー
カードを利用したコンビニでの証明証交付サ
ービスなどの利用数が伸びている。一方、市
役所窓口で証明書を申請する時に、高齢者や
障がいのある方など、申請書の記載が困難な
方もいる。デジタルを活用することで申請書
を自動的に作成する「書かない窓口」の導入
に関して別府市の取り組み状況はどうか。
　　申請者の負担軽減になることから、別府
市でも、マイナンバーカードを利用した申請
書の記載内容の自動作成サービスなどの調
査、研究を行っています。国では令和５年度
の夏頃を目途に「書かないワンストップ窓
口」サービスを提供する予定になっており、
この動向を注視し、調査、研究を行っていき
ます。

　　スマートフォンなどのデジタル機器やサ
ービスの使い方をサポートする「デジタル推
進員」を増やしていくことが重要と思うが、
別府市における取り組みはどうか。
　　本市では、令和３年度に国の｢デジタル
活用支援推進事業｣を行い、スマートフォン
講座を地区公民館等で12回、延べ112名の
受講者を対象に実施しました。令和４年度
は、各地域でひとまもり・まちまもり協議会
がスマホ教室を実施し、デジタル推進クラブ
を立ち上げ、地域の人たちが講師になって開
催している協議会もあります。市では、デジ
タル活用推進員の紹介などを行い、将来的に
は「近所の人が教え合う」モデルを構築して
いきたいと考えています。

｢おじかの利活用と現状｣について

　　おじかは、市の直営で市内の子どもたち
を受け入れてきたが、令和２年10月11日か
ら施設の老朽化及び新型コロナウイルス感染
症の影響により現在の施設での利用が困難で
あることから休館している。休館前と休館後
で利用者数及び管理費はどうなっているの
か。
　　利用者数につきましては、休館前の平成
29年度から令和元年度までの３年間の平均で
8,424人、休館後の令和２年度は1,291人、
令和３年度は1,502人となっています。ま
た、管理費につきましては、休館前３か年の
平均が約4,100万円、令和２年度は約2,600
万円、令和３年度では約1,200万円となって
います。

　　おじかは昭和54年の開館以来、別府の未
来を担う子どもたちの成長・育成の場である
社会教育施設として重要な役割を担ってき
た。新型コロナウイルス感染症拡大の影響と
施設の老朽化により休館しているが、現状と
今後について教育委員会はどのように考えて
いるのか。
　　今後も引き続き、社会教育施設として提
供しなければならないと考えております。既
存施設は老朽化して耐震性が確保されていな
いこと、一部が土砂災害警戒区域に指定され
ていることを踏まえ、今後の整備の方向性を
検討しております。

　　おじかは、社会教育施設として貴重な財
産であるだけでなく、別府市民の思い入れが
深い施設であるため、より多くの市民の意見
を汲んで新たな施設としてスタートしていた
だきたいが、どのように考えているのか。
　　おじかは貴重な自然体験学習の場であ
り、これからも必要な施設であると認識して
おります。今後、おじかを宿泊学習施設とし
て継続するため、既存施設の改修方法や運営
方法等、受託事業者による専門的な知見を基
に作業を進めております。今後、学校や関係
者の方々からのご意見を伺い計画を策定して
まいりたいと考えています。

｢高齢者優待入浴券交付事業等｣
について

　　温泉による医学的効果で、疾病リスクの
軽減が実証実験で確認されている。健康寿命
延伸の観点から、以前、廃止となった高齢者
優待入浴券交付事業を復活させてはどうか。
　　福祉事業の在り方や検討委員会からの意
見、市営・区営温泉の経営状況などを総合的
に判断し、制度の廃止を行いました。市民入
浴券を利用していただき、安価な負担で健康
につなげてもらえればと考えております。

【アーバンスポーツ施設の整備について】
　　スケートボードやＢＭＸなどオリンピッ
クの影響もあり、競技人口や愛好者が増加し
ている。安心・安全な公園利用のため施設整
備をしてはどうか。
　　来年度、公園利用のニーズ調査を行う予
定です。調査結果を踏まえ整備の検討をしま
す。

【新採用教職員の頻繁な広域異動について】
　　県教育委員会の独自の異動ルールや、長
時間労働が、教職員のなり手不足や教職員未
配置の要因となっている。令和４年第３回定
例会において、異動ルールの改善に向けた意
見書を提出したが、その後の県の動向は。
　　知事から「教職員の負担を軽減し、魅力
的な採用制度や職場環境を作ってほしい」と
の要望を受け、広域異動制度の見直しを含
め、市町村教育長会議で議論を行っています。

　　異動対象者の声を県の教育委員会に伝え
ているか。
　　長距離勤務による心身の疲弊や、保育所
への送迎の難しさなどの実情を県に伝えてい
ます。

【子どもまんなか社会について】
　　公立幼稚園において、子どもへのきめ細
やかな対応を可能にする少人数学級や正規職
員の採用が必要だと思われるが、どのように
考えているか。
　　就学前教育・保育振興プログラム及びビ
ジョンを策定する中で検討していきます。

｢市は本気で棚田の多面的な活用｣
について

　　大分県は2021年に大分県農業非常事態
宣言をしている。農業を取り巻く環境は厳し
さを増しているが、市内の農地面積と耕作放
棄地面積は。
　　田畑の総面積は、479ヘクタール耕作放
棄地面積は138ヘクタールです。

　　令和４年「つなぐ棚田遺産」に別府市の
５か所が指定された。指定棚田を後世に残す
ためにも棚田の交流人口を増やすことが極め
て重要であるが具体策は。
　　別府市では、棚田イベント「湯のまち棚
田マルシェ｣、田植え・稲刈り体験などの交
流イベントを開催することで、交流人口の増
加による地域振興を考えております。

　　農業関係者の高齢化や人口減少で棚田を
守ることは難しくなっている。棚田の多面的
な活用方法として、農業と福祉＝障がい者・
高齢者・子ども・不登校児童等が安心できる
空間、憩いの空間、笑顔が溢れるテント村の
設置。農業と観光＝国内外の観光客との交
流。農業と教育＝子どもの農業体験など多面
的な活用が考えられるが。
　　農業との連携については、観光面では、
棚田交流イベントの開催、福祉では、福祉関
係者と連携をした実績がございます。また、
教育では、子ども達の収穫体験を実施してい
ます。

　　多面的な活用には、道路、トイレ、直売
所、休憩所、交流施設、駐車場の整備や新設
が必要となるが。
　　全体のバランスを見ながら、５地区の棚
田の代表者などで組織されている棚田地域振
興協議会にて、必要性についての調査、研究
を行っていきたいと考えております。

　　堂面棚田は、全国のモデルにできると信
じている。農業振興や棚田を本気で守るのは
言葉だけではできない。取り組む覚悟がある
のか。
　　棚田全体を考えつつ、堂面棚田の役割や

どのような機能を担っていくのか、持続可能
か等、できるところから具体的に協議してい
きたいと思います。

｢別府市の契約・水道局・公園行政・
株式会社イズミ｣について

　　水道局贈収賄事件について、再発防止の
ために上下水道局がどのように対応してきた
か。また、今後の取り組みについて伺いた
い。
　　再発防止については、企業管理者を中心
とした上下水道局業務改善委員会で検証を行
い、様々な再発防止対策等を行っています。
今後は、水道局全職員対象の公務員倫理研修
を実施し、高い倫理観を局内に醸成させるこ
とで、再発防止に引き続き努めてまいりま
す。

　　先般の所管事務調査において、退職金の
返納について当事者の生活の状況を考慮し、
退職金の一部または全額を返納するとある
が、その後どのような対応を行っているか。
　　当該元職員に係る退職金返納手続きにつ
いては、関係法令に基づき、必要な手続きを
行っています。

　　春木川公園整備事業は、中止ではなく、
工期遅れである。材料高騰による設計変更
で、工期がさらに遅れるようだが、工程表に
ついてはどのように管理しているのか。
　　工事期間は工程表として提出されていま
す。現在、工事期間の変更について事業者が
協議を行っており、再度提出される予定で
す。

　　立地の際に、株式会社イズミと締結した
協定書はどのような効力を持っているのか。
協定にある地域振興への協力などの不履行に
ついては賠償の対象にならないのか。
　　立地に関する協定書には、12の条項を
もって協定していますが、損害賠償を明記し
た規定はありません。
　
　水道局の件については、所管事務調査案件で
す。２年以上たちます。今後もしっかりと対応
していただきたい。

｢市民の移動手段の確保｣について

　　別府市では、市街地においても交通不便
地域が発生しており、前回の議会でも、地域
の意見を聞きながら交通不便地域の解消に向
けて取り組んでいかなければならない喫緊の
課題であるとの答弁がされた。あらためて認
識と現在の取り組み状況を伺いたい。
　　人口減少等により、地域の公共交通の維
持が厳しい状況にある中、医療や福祉、買い
物などの移動手段の確保は、市民の生きが
い、健康維持にも影響する重要な課題だと考
えています。別府市では、交通不便地域に対
しては、住民の需要、ニーズに応じた利用し
やすい運行方式を検討することとしており、
対象となる地区の自治委員や民生委員との意
見交換会を実施し、１月には住民アンケート
を行いました。

　　アンケート調査の回答状況は。
　　人口集積や地形等で優先される地域とし
て、扇山地区の70歳以上の方、1,468人を
対象に、移動手段や公共交通の利用状況、必
要な移動サービス、自宅から乗り場までの許
容時間、利用料金などのアンケートを実施し
ました。回答状況は、810件、回収率は約
55パーセントです。

　　福岡県小郡市では市、まちづくり協議
会、地域住民の協働で自治会バスを運行して
おり、交通不便地域では有効な手段であると
思う。アンケートは半数以上の回答があり、
地域住民の関心も高い。結果に沿った事業を
行うことが重要だと思うが今後の対応は。
　　当該地域では、ジャンボタクシーサイズ
の車両でも運行困難な場所があり、坂道が多
く、高齢者の徒歩での移動には大きな負担が
かかっているとの声もあります。車両の種類
や運行ルート、運賃、既存の公共交通との共
存、市の財政負担などの課題は多くあります
が、自治会バスを含めた、住民にとって利便
性の良い交通手段の確保について、引き続き
地域住民と協議してまいります。

｢新図書館・教育行政｣について

　　新図書館については、市民の意見を取り
入れながら設計を進めるよう求めてきたが、
公開されなかった。少なくとも敷地全体の平
面図は公開すべきではないか。
　　イメージ図は公開しており、レイアウト
配置の概略図も、適切な時期に公開します。

　　新図書館の駐車場はどうなるか。工事中
は今の臨時駐車場は使えないと思うが、市役
所来庁者のための代替駐車場はどうなるの
か。
　　建物が富士見通り沿いになり、駐車場は
建物の北側（水道局側）となります。工事中
の代替駐車場については、確保に努めてまい
ります。

　　建設費は32～36億円程度と言われてき
たが、最終的にはどうなるか。
　　資材高騰などにより、令和３年度からの
総事業費は45億円超と見込んでいます。

　　市立小中学校の不登校者数、いじめ件数
の推移及び５年前と現在の特別支援学級の学
級数と在籍者数の推移は。
　　不登校者数は、昨年度215人、今年度２
学期末で223人です。いじめの認知件数は、
令和２年度が1,354件、３年度が1,545件で
す。特別支援学級数と児童生徒数は、平成29
年度が46学級、186人、令和４年度が53学
級、281人です。

　　就学援助制度の利用者数と利用割合は。
　　小学校が1,011人、21%、中学校が670
人、27%です。

　　教員の長期病休者数、うち精神疾患によ
る病休者数はどうか。
　　令和４年度は長期病休者15人、うちメンタ
ル要因は11人です。

　　子どもは、様々なストレスにさらされな
がら学校生活を送っており、子育て世帯の貧
困化もすすんでいる。また、教員も様々な問
題を抱えている中、教員定数を増員するなど

行政の支援は急務であるが。
　　全ての子どもたちは、生まれた環境によっ
て夢を描けなかったり貧困に陥ったりすること
なく、幸せになる権利があります。そのために
は、こどもまんなか社会実現に向け、人と人と
のつながりを教育の中でしっかり取り組み、こ
ども見守りシステムという目に見えてこなかっ
たことを見える化しながら、全ての子どもたち
が夢を思い描けるような別府市にしていきたい
と思っています。

｢２類相当から５類への移行・学校
給食｣について

　　国は令和５年５月８日より新型コロナウ
イルス感染症の位置づけを「２類相当」から
「５類」に移行することを発表している。ま
た、先行して、３月13日からマスク着用につ
いて基本的に個人の判断に委ねられるように
なるが、５類に移行となっても感染が減少す
るということではない。今後、国は、検査や
外来診療は自己負担と打ち出している。検査
が有料になれば、不安でも検査に行かない人
も出てくるのではないかと危惧している。市
では、５類に移行することによって市民の生
活にどのような影響が出てくるか。
　　新型コロナウイルスの感染法上の位置づ
けの変更に伴い、入院や外来の取り扱いが変
更になると認識しており、これまで取ってき
た各種対策・措置等変更される部分が多くあ
ると考えております。国におけるスケジュー
ルとしましては、今後具体的な内容を検討・
調整を進めていくと伺っておりますので、具
体的な内容が示され次第、必要な対策を講じ
ていきたいと考えております。

　　学校給食に地元の食材の活用を推進して
いくにあたり、今後どのように運営をされて
いくのか。
　　食材の発注は、センター化後も教育政策
課を中心に行います。
　
　安心安全な食材で給食を届けることは､委託し
た調理業務以上に大切だと思う｡食材調達の仕組
みには要となる新たな部署の設立も視野に入れて
進め､｢こどもまんなか｣というからには､子どもた
ちの意見も聞いていただきたい。

市民クラブ
か　とう　　　のぶ　やす

加藤　信康　 議員
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7べっぷ市議会だより No.165



｢南部地域の振興対策｣について

　　都市計画道路の浜脇～秋葉線（幅員16
ｍ）の事業は家屋の立ち退きも進んできた
が、朝見川の橋が現行より1.5ｍ高くなる計画
になっているため、南側の市道部分の改良が
必要になってくる。既に浜脇川の市道部分の
改良設計は出来上がっているが、住吉温泉前
から松原公園前を通り楠銀天街に通ずる道路
の計画は未定である。この事業は、楠銀天街
問題の新たな開発にとっても急務の事業では
ないか。工事は補助事業で進めてほしい。市
道整備の支障物件の除去については、国、県
の補助対象となると聞いているが、国や県に
交渉しているのか。
　　橋の北側は、市道日の出国分町線になり
ますが、都市計画道路浜脇～秋葉線に接続す
る部分で、都市計画道路の整備により影響の
出る所につきましては、地元や関係機関と協
議し、通行等の支障がないように整備を行う
こととしています。また、楠銀天街につきま
しては、アーケードを撤去した際、道路整備
を実施する予定としていますが、道路整備
は、都市再生整備計画に基づく都市構造再編
集中支援事業により国の補助金をいただくこ
とを検討しています。現在の計画では、アー
ケードの解体につきましては補助対象となっ
ておりませんが、引き続き、県とも相談しな
がら調査等をしていきます。

　　南部地区には、なかよし公園、松原公
園、浜脇公園の都市公園があり、「まちなか
公園」として住民に親しまれている。特に、
浜脇公園は隣接して、マンションや病院等が
存在する特殊な公園であり、津波等の災害時
に避難する道路が必要です。浜脇～秋葉に接
続する道路の新設を地域として要望している
が、どのようになっているか。

答　県や関係部署、関係者とで協議させてい
ただいたうえで、今後決定していくと思いま
す。ご要望については、しっかりと受け止め
たいと思います。

｢子育て支援｣について

　　こどもに関する手続きは色々とあります
が、「こども部」設置によって手続きや相談
支援についてはどのようになるか。
　　手続きについては、こども家庭課と子育
て支援課の２課で行います。相談業務につい
ては別府市保健センター内のこども家庭セン
ターが包括的窓口となります。妊娠からこど
もの成長過程において、迷うことなくひとつ
の相談窓口にてご相談いただけます。今後
は、さらに切れ目のない支援が出来るように
なります。

　　別府市は令和５年度当初予算の概要にお
いて、重点施策としてこども政策の推進を行
い、「こどもまんなか社会」を市長が提案し
ている。今後、具体的にどのような社会を目
指しているのか。
　　子どもという尊い存在を中心に施策を行
うため新設するこども部、こども家庭課、子
育て支援課とでしっかりと取り組んでまいり
ます。教育とも連携を行い、切れ目なく子ど
もたちの健全な育成に寄与します。過保護で
はなく、別府市の子どもたちが将来強く、し
なやかに生きることができるよう、また、生
まれ育った環境に関係なく、健全に自立でき
るよう、サポートをしていく必要があると思
っています。さらに、子育て環境と教育環境
の整備だけではなく、子ども見守りシステム
を活用した、ＤＸ等による子どもたちの傾向
の「見える化」を行い、集約した情報をもと

に、子どもたちの抱える課題の早期解決に努
めていきたいと思います。今までやってきた
ことを退化させることなく上積みを行い、子
ども見守りシステムの構築を行い、子どもた
ちの健全な育成に役立てていきたいと思って
います。

｢市職員の長時間労働と休職者の現状
及び対策｣について
　　令和３年９月定例会で、市職員の時間外
超過勤務時間の上限を定め、１年半経過した
が、時間外勤務の状況はどうなっているか。
　　令和４年４月から令和５年１月までの期
間における延べ人数は、月に45時間を超えた
職員が222人、100時間を超えた職員が10
人となっています。

　　月100時間超えの職員がいるが、どうい
う業務内容か。
　　参議院通常選挙や国の特別給付金等の業
務であり、臨時的な業務です。

　　条例や規則を整えても中身がなければ意
味がない。季節的に業務が多忙になる場合は
やむなしとしても、年間を通じて時間外が多
い職場の業務内容は把握できる。長時間労働
縮減の取り組みをどうしているのか。
　　月２回の時間外勤務の状況調査を行って
おり、可能性のある職員については所属長と
業務内容の確認・分析と改善を行っていま
す。

　　長期病休者、育児休暇取得者の現状は。
　　市長事務部局、教育委員会で病気休職者
10名、育児休業の取得者23名となっていま
す。

　　職員数がギリギリの中で、１人が長期病
休に入ると、残された職員に大きく負担がか
かる。対策はどうしているか。
　　病気に伴う休暇や休業については予測が
困難ですが、必要に応じて人事異動や事務分
担の見直し、正規職員の補助的業務として、
会計年度任用職員を雇用することにより対応
しています。加えて、業務改善に継続的かつ
積極的に取り組むことにより職員の負担軽減

を図ってまいります。

｢マイナポイント事業｣について

　　最大２万円分のポイントが付与される国
のマイナポイント事業について、ポイントの
申し込みに必要なマイナンバーカードの申請
期限は２月末までとなっていた。別府市のマ
イナンバーカードの申請状況はどうなってい
るか。
　　本市のマイナンバーカードの申請数は、
２月末日現在、83,193件となっています。
申請率は73.3%で、全国平均の72.6%を初
めて超えました。カードの申請期限が当初の
９月末から12月末、２月末と２回延長された
ことで、昨年の９月以降、毎月3,000件から
5,000件の申請がありました。

　　市のサポート窓口が混雑し、最大２時間
の待ち時間が発生したとのことだが、マイナ
ポイントの申し込み期限は５月末となってお
り、今回カード申請をサポートした皆さんに
対して再度、ポイント申請の支援が必要にな
ると考える。窓口の大混雑を避けるため、ど
のような取り組みをしていくのか。
　　マイナンバーカードの普及促進の取り組
みについてですが、継続的に広報を行い、皆
さまに呼び掛けていくこととともに、できる
だけ便利の良い場所で、待たずに安心して申
請ができるサポートを提供することが必要だ
と考えております。内容としましては、これ
までも市役所常設窓口のほか、市内の商業施
設や学校、職場等に年間200回以上の出張窓
口を開設し、２か月ごとに窓口のスケジュー
ルを掲載したチラシを各戸配布しました。窓
口をできるだけ、市民の皆さまの目に触れる
場所で開くことは広報の意味でも重要だと考
えており、今後につきましても、状況に応じ
予測を立てながら、質の高いサポートができ
るよう努めてまいりたいと考えています。

※マイナポイントの申し込み期限は、令和５
年３月31日に９月末まで延長されることが発
表されました。

｢デジタル化による行政業務の効率
化と利便性の向上｣について

　　マイナンバーカードの２月末での、別府
市の申請率は。
　　本市の申請数は83,193件で、人口に対
する申請率は73.3%です。普及促進に力を入
れて取り組んだ結果、全国平均の72.6%を
0.7%上回りました。

　　市役所に行かなくても申請ができる「行
かない窓口」の取り組みでは、マイナンバー
カードを利用したコンビニでの証明証交付サ
ービスなどの利用数が伸びている。一方、市
役所窓口で証明書を申請する時に、高齢者や
障がいのある方など、申請書の記載が困難な
方もいる。デジタルを活用することで申請書
を自動的に作成する「書かない窓口」の導入
に関して別府市の取り組み状況はどうか。
　　申請者の負担軽減になることから、別府
市でも、マイナンバーカードを利用した申請
書の記載内容の自動作成サービスなどの調
査、研究を行っています。国では令和５年度
の夏頃を目途に「書かないワンストップ窓
口」サービスを提供する予定になっており、
この動向を注視し、調査、研究を行っていき
ます。

　　スマートフォンなどのデジタル機器やサ
ービスの使い方をサポートする「デジタル推
進員」を増やしていくことが重要と思うが、
別府市における取り組みはどうか。
　　本市では、令和３年度に国の｢デジタル
活用支援推進事業｣を行い、スマートフォン
講座を地区公民館等で12回、延べ112名の
受講者を対象に実施しました。令和４年度
は、各地域でひとまもり・まちまもり協議会
がスマホ教室を実施し、デジタル推進クラブ
を立ち上げ、地域の人たちが講師になって開
催している協議会もあります。市では、デジ
タル活用推進員の紹介などを行い、将来的に
は「近所の人が教え合う」モデルを構築して
いきたいと考えています。

｢おじかの利活用と現状｣について

　　おじかは、市の直営で市内の子どもたち
を受け入れてきたが、令和２年10月11日か
ら施設の老朽化及び新型コロナウイルス感染
症の影響により現在の施設での利用が困難で
あることから休館している。休館前と休館後
で利用者数及び管理費はどうなっているの
か。
　　利用者数につきましては、休館前の平成
29年度から令和元年度までの３年間の平均で
8,424人、休館後の令和２年度は1,291人、
令和３年度は1,502人となっています。ま
た、管理費につきましては、休館前３か年の
平均が約4,100万円、令和２年度は約2,600
万円、令和３年度では約1,200万円となって
います。

　　おじかは昭和54年の開館以来、別府の未
来を担う子どもたちの成長・育成の場である
社会教育施設として重要な役割を担ってき
た。新型コロナウイルス感染症拡大の影響と
施設の老朽化により休館しているが、現状と
今後について教育委員会はどのように考えて
いるのか。
　　今後も引き続き、社会教育施設として提
供しなければならないと考えております。既
存施設は老朽化して耐震性が確保されていな
いこと、一部が土砂災害警戒区域に指定され
ていることを踏まえ、今後の整備の方向性を
検討しております。

　　おじかは、社会教育施設として貴重な財
産であるだけでなく、別府市民の思い入れが
深い施設であるため、より多くの市民の意見
を汲んで新たな施設としてスタートしていた
だきたいが、どのように考えているのか。
　　おじかは貴重な自然体験学習の場であ
り、これからも必要な施設であると認識して
おります。今後、おじかを宿泊学習施設とし
て継続するため、既存施設の改修方法や運営
方法等、受託事業者による専門的な知見を基
に作業を進めております。今後、学校や関係
者の方々からのご意見を伺い計画を策定して
まいりたいと考えています。

｢高齢者優待入浴券交付事業等｣
について

　　温泉による医学的効果で、疾病リスクの
軽減が実証実験で確認されている。健康寿命
延伸の観点から、以前、廃止となった高齢者
優待入浴券交付事業を復活させてはどうか。
　　福祉事業の在り方や検討委員会からの意
見、市営・区営温泉の経営状況などを総合的
に判断し、制度の廃止を行いました。市民入
浴券を利用していただき、安価な負担で健康
につなげてもらえればと考えております。

【アーバンスポーツ施設の整備について】
　　スケートボードやＢＭＸなどオリンピッ
クの影響もあり、競技人口や愛好者が増加し
ている。安心・安全な公園利用のため施設整
備をしてはどうか。
　　来年度、公園利用のニーズ調査を行う予
定です。調査結果を踏まえ整備の検討をしま
す。

【新採用教職員の頻繁な広域異動について】
　　県教育委員会の独自の異動ルールや、長
時間労働が、教職員のなり手不足や教職員未
配置の要因となっている。令和４年第３回定
例会において、異動ルールの改善に向けた意
見書を提出したが、その後の県の動向は。
　　知事から「教職員の負担を軽減し、魅力
的な採用制度や職場環境を作ってほしい」と
の要望を受け、広域異動制度の見直しを含
め、市町村教育長会議で議論を行っています。

　　異動対象者の声を県の教育委員会に伝え
ているか。
　　長距離勤務による心身の疲弊や、保育所
への送迎の難しさなどの実情を県に伝えてい
ます。

【子どもまんなか社会について】
　　公立幼稚園において、子どもへのきめ細
やかな対応を可能にする少人数学級や正規職
員の採用が必要だと思われるが、どのように
考えているか。
　　就学前教育・保育振興プログラム及びビ
ジョンを策定する中で検討していきます。

｢市は本気で棚田の多面的な活用｣
について

　　大分県は2021年に大分県農業非常事態
宣言をしている。農業を取り巻く環境は厳し
さを増しているが、市内の農地面積と耕作放
棄地面積は。
　　田畑の総面積は、479ヘクタール耕作放
棄地面積は138ヘクタールです。

　　令和４年「つなぐ棚田遺産」に別府市の
５か所が指定された。指定棚田を後世に残す
ためにも棚田の交流人口を増やすことが極め
て重要であるが具体策は。
　　別府市では、棚田イベント「湯のまち棚
田マルシェ｣、田植え・稲刈り体験などの交
流イベントを開催することで、交流人口の増
加による地域振興を考えております。

　　農業関係者の高齢化や人口減少で棚田を
守ることは難しくなっている。棚田の多面的
な活用方法として、農業と福祉＝障がい者・
高齢者・子ども・不登校児童等が安心できる
空間、憩いの空間、笑顔が溢れるテント村の
設置。農業と観光＝国内外の観光客との交
流。農業と教育＝子どもの農業体験など多面
的な活用が考えられるが。
　　農業との連携については、観光面では、
棚田交流イベントの開催、福祉では、福祉関
係者と連携をした実績がございます。また、
教育では、子ども達の収穫体験を実施してい
ます。

　　多面的な活用には、道路、トイレ、直売
所、休憩所、交流施設、駐車場の整備や新設
が必要となるが。
　　全体のバランスを見ながら、５地区の棚
田の代表者などで組織されている棚田地域振
興協議会にて、必要性についての調査、研究
を行っていきたいと考えております。

　　堂面棚田は、全国のモデルにできると信
じている。農業振興や棚田を本気で守るのは
言葉だけではできない。取り組む覚悟がある
のか。
　　棚田全体を考えつつ、堂面棚田の役割や

どのような機能を担っていくのか、持続可能
か等、できるところから具体的に協議してい
きたいと思います。

｢別府市の契約・水道局・公園行政・
株式会社イズミ｣について

　　水道局贈収賄事件について、再発防止の
ために上下水道局がどのように対応してきた
か。また、今後の取り組みについて伺いた
い。
　　再発防止については、企業管理者を中心
とした上下水道局業務改善委員会で検証を行
い、様々な再発防止対策等を行っています。
今後は、水道局全職員対象の公務員倫理研修
を実施し、高い倫理観を局内に醸成させるこ
とで、再発防止に引き続き努めてまいりま
す。

　　先般の所管事務調査において、退職金の
返納について当事者の生活の状況を考慮し、
退職金の一部または全額を返納するとある
が、その後どのような対応を行っているか。
　　当該元職員に係る退職金返納手続きにつ
いては、関係法令に基づき、必要な手続きを
行っています。

　　春木川公園整備事業は、中止ではなく、
工期遅れである。材料高騰による設計変更
で、工期がさらに遅れるようだが、工程表に
ついてはどのように管理しているのか。
　　工事期間は工程表として提出されていま
す。現在、工事期間の変更について事業者が
協議を行っており、再度提出される予定で
す。

　　立地の際に、株式会社イズミと締結した
協定書はどのような効力を持っているのか。
協定にある地域振興への協力などの不履行に
ついては賠償の対象にならないのか。
　　立地に関する協定書には、12の条項を
もって協定していますが、損害賠償を明記し
た規定はありません。
　
　水道局の件については、所管事務調査案件で
す。２年以上たちます。今後もしっかりと対応
していただきたい。

｢市民の移動手段の確保｣について

　　別府市では、市街地においても交通不便
地域が発生しており、前回の議会でも、地域
の意見を聞きながら交通不便地域の解消に向
けて取り組んでいかなければならない喫緊の
課題であるとの答弁がされた。あらためて認
識と現在の取り組み状況を伺いたい。
　　人口減少等により、地域の公共交通の維
持が厳しい状況にある中、医療や福祉、買い
物などの移動手段の確保は、市民の生きが
い、健康維持にも影響する重要な課題だと考
えています。別府市では、交通不便地域に対
しては、住民の需要、ニーズに応じた利用し
やすい運行方式を検討することとしており、
対象となる地区の自治委員や民生委員との意
見交換会を実施し、１月には住民アンケート
を行いました。

　　アンケート調査の回答状況は。
　　人口集積や地形等で優先される地域とし
て、扇山地区の70歳以上の方、1,468人を
対象に、移動手段や公共交通の利用状況、必
要な移動サービス、自宅から乗り場までの許
容時間、利用料金などのアンケートを実施し
ました。回答状況は、810件、回収率は約
55パーセントです。

　　福岡県小郡市では市、まちづくり協議
会、地域住民の協働で自治会バスを運行して
おり、交通不便地域では有効な手段であると
思う。アンケートは半数以上の回答があり、
地域住民の関心も高い。結果に沿った事業を
行うことが重要だと思うが今後の対応は。
　　当該地域では、ジャンボタクシーサイズ
の車両でも運行困難な場所があり、坂道が多
く、高齢者の徒歩での移動には大きな負担が
かかっているとの声もあります。車両の種類
や運行ルート、運賃、既存の公共交通との共
存、市の財政負担などの課題は多くあります
が、自治会バスを含めた、住民にとって利便
性の良い交通手段の確保について、引き続き
地域住民と協議してまいります。

｢新図書館・教育行政｣について

　　新図書館については、市民の意見を取り
入れながら設計を進めるよう求めてきたが、
公開されなかった。少なくとも敷地全体の平
面図は公開すべきではないか。
　　イメージ図は公開しており、レイアウト
配置の概略図も、適切な時期に公開します。

　　新図書館の駐車場はどうなるか。工事中
は今の臨時駐車場は使えないと思うが、市役
所来庁者のための代替駐車場はどうなるの
か。
　　建物が富士見通り沿いになり、駐車場は
建物の北側（水道局側）となります。工事中
の代替駐車場については、確保に努めてまい
ります。

　　建設費は32～36億円程度と言われてき
たが、最終的にはどうなるか。
　　資材高騰などにより、令和３年度からの
総事業費は45億円超と見込んでいます。

　　市立小中学校の不登校者数、いじめ件数
の推移及び５年前と現在の特別支援学級の学
級数と在籍者数の推移は。
　　不登校者数は、昨年度215人、今年度２
学期末で223人です。いじめの認知件数は、
令和２年度が1,354件、３年度が1,545件で
す。特別支援学級数と児童生徒数は、平成29
年度が46学級、186人、令和４年度が53学
級、281人です。

　　就学援助制度の利用者数と利用割合は。
　　小学校が1,011人、21%、中学校が670
人、27%です。

　　教員の長期病休者数、うち精神疾患によ
る病休者数はどうか。
　　令和４年度は長期病休者15人、うちメンタ
ル要因は11人です。

　　子どもは、様々なストレスにさらされな
がら学校生活を送っており、子育て世帯の貧
困化もすすんでいる。また、教員も様々な問
題を抱えている中、教員定数を増員するなど

行政の支援は急務であるが。
　　全ての子どもたちは、生まれた環境によっ
て夢を描けなかったり貧困に陥ったりすること
なく、幸せになる権利があります。そのために
は、こどもまんなか社会実現に向け、人と人と
のつながりを教育の中でしっかり取り組み、こ
ども見守りシステムという目に見えてこなかっ
たことを見える化しながら、全ての子どもたち
が夢を思い描けるような別府市にしていきたい
と思っています。

｢２類相当から５類への移行・学校
給食｣について

　　国は令和５年５月８日より新型コロナウ
イルス感染症の位置づけを「２類相当」から
「５類」に移行することを発表している。ま
た、先行して、３月13日からマスク着用につ
いて基本的に個人の判断に委ねられるように
なるが、５類に移行となっても感染が減少す
るということではない。今後、国は、検査や
外来診療は自己負担と打ち出している。検査
が有料になれば、不安でも検査に行かない人
も出てくるのではないかと危惧している。市
では、５類に移行することによって市民の生
活にどのような影響が出てくるか。
　　新型コロナウイルスの感染法上の位置づ
けの変更に伴い、入院や外来の取り扱いが変
更になると認識しており、これまで取ってき
た各種対策・措置等変更される部分が多くあ
ると考えております。国におけるスケジュー
ルとしましては、今後具体的な内容を検討・
調整を進めていくと伺っておりますので、具
体的な内容が示され次第、必要な対策を講じ
ていきたいと考えております。

　　学校給食に地元の食材の活用を推進して
いくにあたり、今後どのように運営をされて
いくのか。
　　食材の発注は、センター化後も教育政策
課を中心に行います。
　
　安心安全な食材で給食を届けることは､委託し
た調理業務以上に大切だと思う｡食材調達の仕組
みには要となる新たな部署の設立も視野に入れて
進め､｢こどもまんなか｣というからには､子どもた
ちの意見も聞いていただきたい。

公明党
あら　かね　　　たく　お

荒金　卓雄　 議員

自民党議員団
あ　　べ　　　　しん　いち

阿部　真一　 議員
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｢南部地域の振興対策｣について

　　都市計画道路の浜脇～秋葉線（幅員16
ｍ）の事業は家屋の立ち退きも進んできた
が、朝見川の橋が現行より1.5ｍ高くなる計画
になっているため、南側の市道部分の改良が
必要になってくる。既に浜脇川の市道部分の
改良設計は出来上がっているが、住吉温泉前
から松原公園前を通り楠銀天街に通ずる道路
の計画は未定である。この事業は、楠銀天街
問題の新たな開発にとっても急務の事業では
ないか。工事は補助事業で進めてほしい。市
道整備の支障物件の除去については、国、県
の補助対象となると聞いているが、国や県に
交渉しているのか。
　　橋の北側は、市道日の出国分町線になり
ますが、都市計画道路浜脇～秋葉線に接続す
る部分で、都市計画道路の整備により影響の
出る所につきましては、地元や関係機関と協
議し、通行等の支障がないように整備を行う
こととしています。また、楠銀天街につきま
しては、アーケードを撤去した際、道路整備
を実施する予定としていますが、道路整備
は、都市再生整備計画に基づく都市構造再編
集中支援事業により国の補助金をいただくこ
とを検討しています。現在の計画では、アー
ケードの解体につきましては補助対象となっ
ておりませんが、引き続き、県とも相談しな
がら調査等をしていきます。

　　南部地区には、なかよし公園、松原公
園、浜脇公園の都市公園があり、「まちなか
公園」として住民に親しまれている。特に、
浜脇公園は隣接して、マンションや病院等が
存在する特殊な公園であり、津波等の災害時
に避難する道路が必要です。浜脇～秋葉に接
続する道路の新設を地域として要望している
が、どのようになっているか。

答　県や関係部署、関係者とで協議させてい
ただいたうえで、今後決定していくと思いま
す。ご要望については、しっかりと受け止め
たいと思います。

｢子育て支援｣について

　　こどもに関する手続きは色々とあります
が、「こども部」設置によって手続きや相談
支援についてはどのようになるか。
　　手続きについては、こども家庭課と子育
て支援課の２課で行います。相談業務につい
ては別府市保健センター内のこども家庭セン
ターが包括的窓口となります。妊娠からこど
もの成長過程において、迷うことなくひとつ
の相談窓口にてご相談いただけます。今後
は、さらに切れ目のない支援が出来るように
なります。

　　別府市は令和５年度当初予算の概要にお
いて、重点施策としてこども政策の推進を行
い、「こどもまんなか社会」を市長が提案し
ている。今後、具体的にどのような社会を目
指しているのか。
　　子どもという尊い存在を中心に施策を行
うため新設するこども部、こども家庭課、子
育て支援課とでしっかりと取り組んでまいり
ます。教育とも連携を行い、切れ目なく子ど
もたちの健全な育成に寄与します。過保護で
はなく、別府市の子どもたちが将来強く、し
なやかに生きることができるよう、また、生
まれ育った環境に関係なく、健全に自立でき
るよう、サポートをしていく必要があると思
っています。さらに、子育て環境と教育環境
の整備だけではなく、子ども見守りシステム
を活用した、ＤＸ等による子どもたちの傾向
の「見える化」を行い、集約した情報をもと

に、子どもたちの抱える課題の早期解決に努
めていきたいと思います。今までやってきた
ことを退化させることなく上積みを行い、子
ども見守りシステムの構築を行い、子どもた
ちの健全な育成に役立てていきたいと思って
います。

｢市職員の長時間労働と休職者の現状
及び対策｣について
　　令和３年９月定例会で、市職員の時間外
超過勤務時間の上限を定め、１年半経過した
が、時間外勤務の状況はどうなっているか。
　　令和４年４月から令和５年１月までの期
間における延べ人数は、月に45時間を超えた
職員が222人、100時間を超えた職員が10
人となっています。

　　月100時間超えの職員がいるが、どうい
う業務内容か。
　　参議院通常選挙や国の特別給付金等の業
務であり、臨時的な業務です。

　　条例や規則を整えても中身がなければ意
味がない。季節的に業務が多忙になる場合は
やむなしとしても、年間を通じて時間外が多
い職場の業務内容は把握できる。長時間労働
縮減の取り組みをどうしているのか。
　　月２回の時間外勤務の状況調査を行って
おり、可能性のある職員については所属長と
業務内容の確認・分析と改善を行っていま
す。

　　長期病休者、育児休暇取得者の現状は。
　　市長事務部局、教育委員会で病気休職者
10名、育児休業の取得者23名となっていま
す。

　　職員数がギリギリの中で、１人が長期病
休に入ると、残された職員に大きく負担がか
かる。対策はどうしているか。
　　病気に伴う休暇や休業については予測が
困難ですが、必要に応じて人事異動や事務分
担の見直し、正規職員の補助的業務として、
会計年度任用職員を雇用することにより対応
しています。加えて、業務改善に継続的かつ
積極的に取り組むことにより職員の負担軽減

を図ってまいります。

｢マイナポイント事業｣について

　　最大２万円分のポイントが付与される国
のマイナポイント事業について、ポイントの
申し込みに必要なマイナンバーカードの申請
期限は２月末までとなっていた。別府市のマ
イナンバーカードの申請状況はどうなってい
るか。
　　本市のマイナンバーカードの申請数は、
２月末日現在、83,193件となっています。
申請率は73.3%で、全国平均の72.6%を初
めて超えました。カードの申請期限が当初の
９月末から12月末、２月末と２回延長された
ことで、昨年の９月以降、毎月3,000件から
5,000件の申請がありました。

　　市のサポート窓口が混雑し、最大２時間
の待ち時間が発生したとのことだが、マイナ
ポイントの申し込み期限は５月末となってお
り、今回カード申請をサポートした皆さんに
対して再度、ポイント申請の支援が必要にな
ると考える。窓口の大混雑を避けるため、ど
のような取り組みをしていくのか。
　　マイナンバーカードの普及促進の取り組
みについてですが、継続的に広報を行い、皆
さまに呼び掛けていくこととともに、できる
だけ便利の良い場所で、待たずに安心して申
請ができるサポートを提供することが必要だ
と考えております。内容としましては、これ
までも市役所常設窓口のほか、市内の商業施
設や学校、職場等に年間200回以上の出張窓
口を開設し、２か月ごとに窓口のスケジュー
ルを掲載したチラシを各戸配布しました。窓
口をできるだけ、市民の皆さまの目に触れる
場所で開くことは広報の意味でも重要だと考
えており、今後につきましても、状況に応じ
予測を立てながら、質の高いサポートができ
るよう努めてまいりたいと考えています。

※マイナポイントの申し込み期限は、令和５
年３月31日に９月末まで延長されることが発
表されました。

｢デジタル化による行政業務の効率
化と利便性の向上｣について

　　マイナンバーカードの２月末での、別府
市の申請率は。
　　本市の申請数は83,193件で、人口に対
する申請率は73.3%です。普及促進に力を入
れて取り組んだ結果、全国平均の72.6%を
0.7%上回りました。

　　市役所に行かなくても申請ができる「行
かない窓口」の取り組みでは、マイナンバー
カードを利用したコンビニでの証明証交付サ
ービスなどの利用数が伸びている。一方、市
役所窓口で証明書を申請する時に、高齢者や
障がいのある方など、申請書の記載が困難な
方もいる。デジタルを活用することで申請書
を自動的に作成する「書かない窓口」の導入
に関して別府市の取り組み状況はどうか。
　　申請者の負担軽減になることから、別府
市でも、マイナンバーカードを利用した申請
書の記載内容の自動作成サービスなどの調
査、研究を行っています。国では令和５年度
の夏頃を目途に「書かないワンストップ窓
口」サービスを提供する予定になっており、
この動向を注視し、調査、研究を行っていき
ます。

　　スマートフォンなどのデジタル機器やサ
ービスの使い方をサポートする「デジタル推
進員」を増やしていくことが重要と思うが、
別府市における取り組みはどうか。
　　本市では、令和３年度に国の｢デジタル
活用支援推進事業｣を行い、スマートフォン
講座を地区公民館等で12回、延べ112名の
受講者を対象に実施しました。令和４年度
は、各地域でひとまもり・まちまもり協議会
がスマホ教室を実施し、デジタル推進クラブ
を立ち上げ、地域の人たちが講師になって開
催している協議会もあります。市では、デジ
タル活用推進員の紹介などを行い、将来的に
は「近所の人が教え合う」モデルを構築して
いきたいと考えています。

｢おじかの利活用と現状｣について

　　おじかは、市の直営で市内の子どもたち
を受け入れてきたが、令和２年10月11日か
ら施設の老朽化及び新型コロナウイルス感染
症の影響により現在の施設での利用が困難で
あることから休館している。休館前と休館後
で利用者数及び管理費はどうなっているの
か。
　　利用者数につきましては、休館前の平成
29年度から令和元年度までの３年間の平均で
8,424人、休館後の令和２年度は1,291人、
令和３年度は1,502人となっています。ま
た、管理費につきましては、休館前３か年の
平均が約4,100万円、令和２年度は約2,600
万円、令和３年度では約1,200万円となって
います。

　　おじかは昭和54年の開館以来、別府の未
来を担う子どもたちの成長・育成の場である
社会教育施設として重要な役割を担ってき
た。新型コロナウイルス感染症拡大の影響と
施設の老朽化により休館しているが、現状と
今後について教育委員会はどのように考えて
いるのか。
　　今後も引き続き、社会教育施設として提
供しなければならないと考えております。既
存施設は老朽化して耐震性が確保されていな
いこと、一部が土砂災害警戒区域に指定され
ていることを踏まえ、今後の整備の方向性を
検討しております。

　　おじかは、社会教育施設として貴重な財
産であるだけでなく、別府市民の思い入れが
深い施設であるため、より多くの市民の意見
を汲んで新たな施設としてスタートしていた
だきたいが、どのように考えているのか。
　　おじかは貴重な自然体験学習の場であ
り、これからも必要な施設であると認識して
おります。今後、おじかを宿泊学習施設とし
て継続するため、既存施設の改修方法や運営
方法等、受託事業者による専門的な知見を基
に作業を進めております。今後、学校や関係
者の方々からのご意見を伺い計画を策定して
まいりたいと考えています。

｢高齢者優待入浴券交付事業等｣
について

　　温泉による医学的効果で、疾病リスクの
軽減が実証実験で確認されている。健康寿命
延伸の観点から、以前、廃止となった高齢者
優待入浴券交付事業を復活させてはどうか。
　　福祉事業の在り方や検討委員会からの意
見、市営・区営温泉の経営状況などを総合的
に判断し、制度の廃止を行いました。市民入
浴券を利用していただき、安価な負担で健康
につなげてもらえればと考えております。

【アーバンスポーツ施設の整備について】
　　スケートボードやＢＭＸなどオリンピッ
クの影響もあり、競技人口や愛好者が増加し
ている。安心・安全な公園利用のため施設整
備をしてはどうか。
　　来年度、公園利用のニーズ調査を行う予
定です。調査結果を踏まえ整備の検討をしま
す。

【新採用教職員の頻繁な広域異動について】
　　県教育委員会の独自の異動ルールや、長
時間労働が、教職員のなり手不足や教職員未
配置の要因となっている。令和４年第３回定
例会において、異動ルールの改善に向けた意
見書を提出したが、その後の県の動向は。
　　知事から「教職員の負担を軽減し、魅力
的な採用制度や職場環境を作ってほしい」と
の要望を受け、広域異動制度の見直しを含
め、市町村教育長会議で議論を行っています。

　　異動対象者の声を県の教育委員会に伝え
ているか。
　　長距離勤務による心身の疲弊や、保育所
への送迎の難しさなどの実情を県に伝えてい
ます。

【子どもまんなか社会について】
　　公立幼稚園において、子どもへのきめ細
やかな対応を可能にする少人数学級や正規職
員の採用が必要だと思われるが、どのように
考えているか。
　　就学前教育・保育振興プログラム及びビ
ジョンを策定する中で検討していきます。

｢市は本気で棚田の多面的な活用｣
について

　　大分県は2021年に大分県農業非常事態
宣言をしている。農業を取り巻く環境は厳し
さを増しているが、市内の農地面積と耕作放
棄地面積は。
　　田畑の総面積は、479ヘクタール耕作放
棄地面積は138ヘクタールです。

　　令和４年「つなぐ棚田遺産」に別府市の
５か所が指定された。指定棚田を後世に残す
ためにも棚田の交流人口を増やすことが極め
て重要であるが具体策は。
　　別府市では、棚田イベント「湯のまち棚
田マルシェ｣、田植え・稲刈り体験などの交
流イベントを開催することで、交流人口の増
加による地域振興を考えております。

　　農業関係者の高齢化や人口減少で棚田を
守ることは難しくなっている。棚田の多面的
な活用方法として、農業と福祉＝障がい者・
高齢者・子ども・不登校児童等が安心できる
空間、憩いの空間、笑顔が溢れるテント村の
設置。農業と観光＝国内外の観光客との交
流。農業と教育＝子どもの農業体験など多面
的な活用が考えられるが。
　　農業との連携については、観光面では、
棚田交流イベントの開催、福祉では、福祉関
係者と連携をした実績がございます。また、
教育では、子ども達の収穫体験を実施してい
ます。

　　多面的な活用には、道路、トイレ、直売
所、休憩所、交流施設、駐車場の整備や新設
が必要となるが。
　　全体のバランスを見ながら、５地区の棚
田の代表者などで組織されている棚田地域振
興協議会にて、必要性についての調査、研究
を行っていきたいと考えております。

　　堂面棚田は、全国のモデルにできると信
じている。農業振興や棚田を本気で守るのは
言葉だけではできない。取り組む覚悟がある
のか。
　　棚田全体を考えつつ、堂面棚田の役割や

どのような機能を担っていくのか、持続可能
か等、できるところから具体的に協議してい
きたいと思います。

｢別府市の契約・水道局・公園行政・
株式会社イズミ｣について

　　水道局贈収賄事件について、再発防止の
ために上下水道局がどのように対応してきた
か。また、今後の取り組みについて伺いた
い。
　　再発防止については、企業管理者を中心
とした上下水道局業務改善委員会で検証を行
い、様々な再発防止対策等を行っています。
今後は、水道局全職員対象の公務員倫理研修
を実施し、高い倫理観を局内に醸成させるこ
とで、再発防止に引き続き努めてまいりま
す。

　　先般の所管事務調査において、退職金の
返納について当事者の生活の状況を考慮し、
退職金の一部または全額を返納するとある
が、その後どのような対応を行っているか。
　　当該元職員に係る退職金返納手続きにつ
いては、関係法令に基づき、必要な手続きを
行っています。

　　春木川公園整備事業は、中止ではなく、
工期遅れである。材料高騰による設計変更
で、工期がさらに遅れるようだが、工程表に
ついてはどのように管理しているのか。
　　工事期間は工程表として提出されていま
す。現在、工事期間の変更について事業者が
協議を行っており、再度提出される予定で
す。

　　立地の際に、株式会社イズミと締結した
協定書はどのような効力を持っているのか。
協定にある地域振興への協力などの不履行に
ついては賠償の対象にならないのか。
　　立地に関する協定書には、12の条項を
もって協定していますが、損害賠償を明記し
た規定はありません。
　
　水道局の件については、所管事務調査案件で
す。２年以上たちます。今後もしっかりと対応
していただきたい。

｢市民の移動手段の確保｣について

　　別府市では、市街地においても交通不便
地域が発生しており、前回の議会でも、地域
の意見を聞きながら交通不便地域の解消に向
けて取り組んでいかなければならない喫緊の
課題であるとの答弁がされた。あらためて認
識と現在の取り組み状況を伺いたい。
　　人口減少等により、地域の公共交通の維
持が厳しい状況にある中、医療や福祉、買い
物などの移動手段の確保は、市民の生きが
い、健康維持にも影響する重要な課題だと考
えています。別府市では、交通不便地域に対
しては、住民の需要、ニーズに応じた利用し
やすい運行方式を検討することとしており、
対象となる地区の自治委員や民生委員との意
見交換会を実施し、１月には住民アンケート
を行いました。

　　アンケート調査の回答状況は。
　　人口集積や地形等で優先される地域とし
て、扇山地区の70歳以上の方、1,468人を
対象に、移動手段や公共交通の利用状況、必
要な移動サービス、自宅から乗り場までの許
容時間、利用料金などのアンケートを実施し
ました。回答状況は、810件、回収率は約
55パーセントです。

　　福岡県小郡市では市、まちづくり協議
会、地域住民の協働で自治会バスを運行して
おり、交通不便地域では有効な手段であると
思う。アンケートは半数以上の回答があり、
地域住民の関心も高い。結果に沿った事業を
行うことが重要だと思うが今後の対応は。
　　当該地域では、ジャンボタクシーサイズ
の車両でも運行困難な場所があり、坂道が多
く、高齢者の徒歩での移動には大きな負担が
かかっているとの声もあります。車両の種類
や運行ルート、運賃、既存の公共交通との共
存、市の財政負担などの課題は多くあります
が、自治会バスを含めた、住民にとって利便
性の良い交通手段の確保について、引き続き
地域住民と協議してまいります。

｢新図書館・教育行政｣について

　　新図書館については、市民の意見を取り
入れながら設計を進めるよう求めてきたが、
公開されなかった。少なくとも敷地全体の平
面図は公開すべきではないか。
　　イメージ図は公開しており、レイアウト
配置の概略図も、適切な時期に公開します。

　　新図書館の駐車場はどうなるか。工事中
は今の臨時駐車場は使えないと思うが、市役
所来庁者のための代替駐車場はどうなるの
か。
　　建物が富士見通り沿いになり、駐車場は
建物の北側（水道局側）となります。工事中
の代替駐車場については、確保に努めてまい
ります。

　　建設費は32～36億円程度と言われてき
たが、最終的にはどうなるか。
　　資材高騰などにより、令和３年度からの
総事業費は45億円超と見込んでいます。

　　市立小中学校の不登校者数、いじめ件数
の推移及び５年前と現在の特別支援学級の学
級数と在籍者数の推移は。
　　不登校者数は、昨年度215人、今年度２
学期末で223人です。いじめの認知件数は、
令和２年度が1,354件、３年度が1,545件で
す。特別支援学級数と児童生徒数は、平成29
年度が46学級、186人、令和４年度が53学
級、281人です。

　　就学援助制度の利用者数と利用割合は。
　　小学校が1,011人、21%、中学校が670
人、27%です。

　　教員の長期病休者数、うち精神疾患によ
る病休者数はどうか。
　　令和４年度は長期病休者15人、うちメンタ
ル要因は11人です。

　　子どもは、様々なストレスにさらされな
がら学校生活を送っており、子育て世帯の貧
困化もすすんでいる。また、教員も様々な問
題を抱えている中、教員定数を増員するなど

行政の支援は急務であるが。
　　全ての子どもたちは、生まれた環境によっ
て夢を描けなかったり貧困に陥ったりすること
なく、幸せになる権利があります。そのために
は、こどもまんなか社会実現に向け、人と人と
のつながりを教育の中でしっかり取り組み、こ
ども見守りシステムという目に見えてこなかっ
たことを見える化しながら、全ての子どもたち
が夢を思い描けるような別府市にしていきたい
と思っています。

｢２類相当から５類への移行・学校
給食｣について

　　国は令和５年５月８日より新型コロナウ
イルス感染症の位置づけを「２類相当」から
「５類」に移行することを発表している。ま
た、先行して、３月13日からマスク着用につ
いて基本的に個人の判断に委ねられるように
なるが、５類に移行となっても感染が減少す
るということではない。今後、国は、検査や
外来診療は自己負担と打ち出している。検査
が有料になれば、不安でも検査に行かない人
も出てくるのではないかと危惧している。市
では、５類に移行することによって市民の生
活にどのような影響が出てくるか。
　　新型コロナウイルスの感染法上の位置づ
けの変更に伴い、入院や外来の取り扱いが変
更になると認識しており、これまで取ってき
た各種対策・措置等変更される部分が多くあ
ると考えております。国におけるスケジュー
ルとしましては、今後具体的な内容を検討・
調整を進めていくと伺っておりますので、具
体的な内容が示され次第、必要な対策を講じ
ていきたいと考えております。

　　学校給食に地元の食材の活用を推進して
いくにあたり、今後どのように運営をされて
いくのか。
　　食材の発注は、センター化後も教育政策
課を中心に行います。
　
　安心安全な食材で給食を届けることは､委託し
た調理業務以上に大切だと思う｡食材調達の仕組
みには要となる新たな部署の設立も視野に入れて
進め､｢こどもまんなか｣というからには､子どもた
ちの意見も聞いていただきたい。

市民クラブ
み　　え　　　ただ　あき

三重　忠昭　 議員

行財政改革クラブ
いずみ　　　　　たけ　ひろ

泉　　武弘　 議員
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｢南部地域の振興対策｣について

　　都市計画道路の浜脇～秋葉線（幅員16
ｍ）の事業は家屋の立ち退きも進んできた
が、朝見川の橋が現行より1.5ｍ高くなる計画
になっているため、南側の市道部分の改良が
必要になってくる。既に浜脇川の市道部分の
改良設計は出来上がっているが、住吉温泉前
から松原公園前を通り楠銀天街に通ずる道路
の計画は未定である。この事業は、楠銀天街
問題の新たな開発にとっても急務の事業では
ないか。工事は補助事業で進めてほしい。市
道整備の支障物件の除去については、国、県
の補助対象となると聞いているが、国や県に
交渉しているのか。
　　橋の北側は、市道日の出国分町線になり
ますが、都市計画道路浜脇～秋葉線に接続す
る部分で、都市計画道路の整備により影響の
出る所につきましては、地元や関係機関と協
議し、通行等の支障がないように整備を行う
こととしています。また、楠銀天街につきま
しては、アーケードを撤去した際、道路整備
を実施する予定としていますが、道路整備
は、都市再生整備計画に基づく都市構造再編
集中支援事業により国の補助金をいただくこ
とを検討しています。現在の計画では、アー
ケードの解体につきましては補助対象となっ
ておりませんが、引き続き、県とも相談しな
がら調査等をしていきます。

　　南部地区には、なかよし公園、松原公
園、浜脇公園の都市公園があり、「まちなか
公園」として住民に親しまれている。特に、
浜脇公園は隣接して、マンションや病院等が
存在する特殊な公園であり、津波等の災害時
に避難する道路が必要です。浜脇～秋葉に接
続する道路の新設を地域として要望している
が、どのようになっているか。

答　県や関係部署、関係者とで協議させてい
ただいたうえで、今後決定していくと思いま
す。ご要望については、しっかりと受け止め
たいと思います。

｢子育て支援｣について

　　こどもに関する手続きは色々とあります
が、「こども部」設置によって手続きや相談
支援についてはどのようになるか。
　　手続きについては、こども家庭課と子育
て支援課の２課で行います。相談業務につい
ては別府市保健センター内のこども家庭セン
ターが包括的窓口となります。妊娠からこど
もの成長過程において、迷うことなくひとつ
の相談窓口にてご相談いただけます。今後
は、さらに切れ目のない支援が出来るように
なります。

　　別府市は令和５年度当初予算の概要にお
いて、重点施策としてこども政策の推進を行
い、「こどもまんなか社会」を市長が提案し
ている。今後、具体的にどのような社会を目
指しているのか。
　　子どもという尊い存在を中心に施策を行
うため新設するこども部、こども家庭課、子
育て支援課とでしっかりと取り組んでまいり
ます。教育とも連携を行い、切れ目なく子ど
もたちの健全な育成に寄与します。過保護で
はなく、別府市の子どもたちが将来強く、し
なやかに生きることができるよう、また、生
まれ育った環境に関係なく、健全に自立でき
るよう、サポートをしていく必要があると思
っています。さらに、子育て環境と教育環境
の整備だけではなく、子ども見守りシステム
を活用した、ＤＸ等による子どもたちの傾向
の「見える化」を行い、集約した情報をもと

に、子どもたちの抱える課題の早期解決に努
めていきたいと思います。今までやってきた
ことを退化させることなく上積みを行い、子
ども見守りシステムの構築を行い、子どもた
ちの健全な育成に役立てていきたいと思って
います。

｢市職員の長時間労働と休職者の現状
及び対策｣について
　　令和３年９月定例会で、市職員の時間外
超過勤務時間の上限を定め、１年半経過した
が、時間外勤務の状況はどうなっているか。
　　令和４年４月から令和５年１月までの期
間における延べ人数は、月に45時間を超えた
職員が222人、100時間を超えた職員が10
人となっています。

　　月100時間超えの職員がいるが、どうい
う業務内容か。
　　参議院通常選挙や国の特別給付金等の業
務であり、臨時的な業務です。

　　条例や規則を整えても中身がなければ意
味がない。季節的に業務が多忙になる場合は
やむなしとしても、年間を通じて時間外が多
い職場の業務内容は把握できる。長時間労働
縮減の取り組みをどうしているのか。
　　月２回の時間外勤務の状況調査を行って
おり、可能性のある職員については所属長と
業務内容の確認・分析と改善を行っていま
す。

　　長期病休者、育児休暇取得者の現状は。
　　市長事務部局、教育委員会で病気休職者
10名、育児休業の取得者23名となっていま
す。

　　職員数がギリギリの中で、１人が長期病
休に入ると、残された職員に大きく負担がか
かる。対策はどうしているか。
　　病気に伴う休暇や休業については予測が
困難ですが、必要に応じて人事異動や事務分
担の見直し、正規職員の補助的業務として、
会計年度任用職員を雇用することにより対応
しています。加えて、業務改善に継続的かつ
積極的に取り組むことにより職員の負担軽減

を図ってまいります。

｢マイナポイント事業｣について

　　最大２万円分のポイントが付与される国
のマイナポイント事業について、ポイントの
申し込みに必要なマイナンバーカードの申請
期限は２月末までとなっていた。別府市のマ
イナンバーカードの申請状況はどうなってい
るか。
　　本市のマイナンバーカードの申請数は、
２月末日現在、83,193件となっています。
申請率は73.3%で、全国平均の72.6%を初
めて超えました。カードの申請期限が当初の
９月末から12月末、２月末と２回延長された
ことで、昨年の９月以降、毎月3,000件から
5,000件の申請がありました。

　　市のサポート窓口が混雑し、最大２時間
の待ち時間が発生したとのことだが、マイナ
ポイントの申し込み期限は５月末となってお
り、今回カード申請をサポートした皆さんに
対して再度、ポイント申請の支援が必要にな
ると考える。窓口の大混雑を避けるため、ど
のような取り組みをしていくのか。
　　マイナンバーカードの普及促進の取り組
みについてですが、継続的に広報を行い、皆
さまに呼び掛けていくこととともに、できる
だけ便利の良い場所で、待たずに安心して申
請ができるサポートを提供することが必要だ
と考えております。内容としましては、これ
までも市役所常設窓口のほか、市内の商業施
設や学校、職場等に年間200回以上の出張窓
口を開設し、２か月ごとに窓口のスケジュー
ルを掲載したチラシを各戸配布しました。窓
口をできるだけ、市民の皆さまの目に触れる
場所で開くことは広報の意味でも重要だと考
えており、今後につきましても、状況に応じ
予測を立てながら、質の高いサポートができ
るよう努めてまいりたいと考えています。

※マイナポイントの申し込み期限は、令和５
年３月31日に９月末まで延長されることが発
表されました。

｢デジタル化による行政業務の効率
化と利便性の向上｣について

　　マイナンバーカードの２月末での、別府
市の申請率は。
　　本市の申請数は83,193件で、人口に対
する申請率は73.3%です。普及促進に力を入
れて取り組んだ結果、全国平均の72.6%を
0.7%上回りました。

　　市役所に行かなくても申請ができる「行
かない窓口」の取り組みでは、マイナンバー
カードを利用したコンビニでの証明証交付サ
ービスなどの利用数が伸びている。一方、市
役所窓口で証明書を申請する時に、高齢者や
障がいのある方など、申請書の記載が困難な
方もいる。デジタルを活用することで申請書
を自動的に作成する「書かない窓口」の導入
に関して別府市の取り組み状況はどうか。
　　申請者の負担軽減になることから、別府
市でも、マイナンバーカードを利用した申請
書の記載内容の自動作成サービスなどの調
査、研究を行っています。国では令和５年度
の夏頃を目途に「書かないワンストップ窓
口」サービスを提供する予定になっており、
この動向を注視し、調査、研究を行っていき
ます。

　　スマートフォンなどのデジタル機器やサ
ービスの使い方をサポートする「デジタル推
進員」を増やしていくことが重要と思うが、
別府市における取り組みはどうか。
　　本市では、令和３年度に国の｢デジタル
活用支援推進事業｣を行い、スマートフォン
講座を地区公民館等で12回、延べ112名の
受講者を対象に実施しました。令和４年度
は、各地域でひとまもり・まちまもり協議会
がスマホ教室を実施し、デジタル推進クラブ
を立ち上げ、地域の人たちが講師になって開
催している協議会もあります。市では、デジ
タル活用推進員の紹介などを行い、将来的に
は「近所の人が教え合う」モデルを構築して
いきたいと考えています。

｢おじかの利活用と現状｣について

　　おじかは、市の直営で市内の子どもたち
を受け入れてきたが、令和２年10月11日か
ら施設の老朽化及び新型コロナウイルス感染
症の影響により現在の施設での利用が困難で
あることから休館している。休館前と休館後
で利用者数及び管理費はどうなっているの
か。
　　利用者数につきましては、休館前の平成
29年度から令和元年度までの３年間の平均で
8,424人、休館後の令和２年度は1,291人、
令和３年度は1,502人となっています。ま
た、管理費につきましては、休館前３か年の
平均が約4,100万円、令和２年度は約2,600
万円、令和３年度では約1,200万円となって
います。

　　おじかは昭和54年の開館以来、別府の未
来を担う子どもたちの成長・育成の場である
社会教育施設として重要な役割を担ってき
た。新型コロナウイルス感染症拡大の影響と
施設の老朽化により休館しているが、現状と
今後について教育委員会はどのように考えて
いるのか。
　　今後も引き続き、社会教育施設として提
供しなければならないと考えております。既
存施設は老朽化して耐震性が確保されていな
いこと、一部が土砂災害警戒区域に指定され
ていることを踏まえ、今後の整備の方向性を
検討しております。

　　おじかは、社会教育施設として貴重な財
産であるだけでなく、別府市民の思い入れが
深い施設であるため、より多くの市民の意見
を汲んで新たな施設としてスタートしていた
だきたいが、どのように考えているのか。
　　おじかは貴重な自然体験学習の場であ
り、これからも必要な施設であると認識して
おります。今後、おじかを宿泊学習施設とし
て継続するため、既存施設の改修方法や運営
方法等、受託事業者による専門的な知見を基
に作業を進めております。今後、学校や関係
者の方々からのご意見を伺い計画を策定して
まいりたいと考えています。

｢高齢者優待入浴券交付事業等｣
について

　　温泉による医学的効果で、疾病リスクの
軽減が実証実験で確認されている。健康寿命
延伸の観点から、以前、廃止となった高齢者
優待入浴券交付事業を復活させてはどうか。
　　福祉事業の在り方や検討委員会からの意
見、市営・区営温泉の経営状況などを総合的
に判断し、制度の廃止を行いました。市民入
浴券を利用していただき、安価な負担で健康
につなげてもらえればと考えております。

【アーバンスポーツ施設の整備について】
　　スケートボードやＢＭＸなどオリンピッ
クの影響もあり、競技人口や愛好者が増加し
ている。安心・安全な公園利用のため施設整
備をしてはどうか。
　　来年度、公園利用のニーズ調査を行う予
定です。調査結果を踏まえ整備の検討をしま
す。

【新採用教職員の頻繁な広域異動について】
　　県教育委員会の独自の異動ルールや、長
時間労働が、教職員のなり手不足や教職員未
配置の要因となっている。令和４年第３回定
例会において、異動ルールの改善に向けた意
見書を提出したが、その後の県の動向は。
　　知事から「教職員の負担を軽減し、魅力
的な採用制度や職場環境を作ってほしい」と
の要望を受け、広域異動制度の見直しを含
め、市町村教育長会議で議論を行っています。

　　異動対象者の声を県の教育委員会に伝え
ているか。
　　長距離勤務による心身の疲弊や、保育所
への送迎の難しさなどの実情を県に伝えてい
ます。

【子どもまんなか社会について】
　　公立幼稚園において、子どもへのきめ細
やかな対応を可能にする少人数学級や正規職
員の採用が必要だと思われるが、どのように
考えているか。
　　就学前教育・保育振興プログラム及びビ
ジョンを策定する中で検討していきます。

｢市は本気で棚田の多面的な活用｣
について

　　大分県は2021年に大分県農業非常事態
宣言をしている。農業を取り巻く環境は厳し
さを増しているが、市内の農地面積と耕作放
棄地面積は。
　　田畑の総面積は、479ヘクタール耕作放
棄地面積は138ヘクタールです。

　　令和４年「つなぐ棚田遺産」に別府市の
５か所が指定された。指定棚田を後世に残す
ためにも棚田の交流人口を増やすことが極め
て重要であるが具体策は。
　　別府市では、棚田イベント「湯のまち棚
田マルシェ｣、田植え・稲刈り体験などの交
流イベントを開催することで、交流人口の増
加による地域振興を考えております。

　　農業関係者の高齢化や人口減少で棚田を
守ることは難しくなっている。棚田の多面的
な活用方法として、農業と福祉＝障がい者・
高齢者・子ども・不登校児童等が安心できる
空間、憩いの空間、笑顔が溢れるテント村の
設置。農業と観光＝国内外の観光客との交
流。農業と教育＝子どもの農業体験など多面
的な活用が考えられるが。
　　農業との連携については、観光面では、
棚田交流イベントの開催、福祉では、福祉関
係者と連携をした実績がございます。また、
教育では、子ども達の収穫体験を実施してい
ます。

　　多面的な活用には、道路、トイレ、直売
所、休憩所、交流施設、駐車場の整備や新設
が必要となるが。
　　全体のバランスを見ながら、５地区の棚
田の代表者などで組織されている棚田地域振
興協議会にて、必要性についての調査、研究
を行っていきたいと考えております。

　　堂面棚田は、全国のモデルにできると信
じている。農業振興や棚田を本気で守るのは
言葉だけではできない。取り組む覚悟がある
のか。
　　棚田全体を考えつつ、堂面棚田の役割や

どのような機能を担っていくのか、持続可能
か等、できるところから具体的に協議してい
きたいと思います。

｢別府市の契約・水道局・公園行政・
株式会社イズミ｣について

　　水道局贈収賄事件について、再発防止の
ために上下水道局がどのように対応してきた
か。また、今後の取り組みについて伺いた
い。
　　再発防止については、企業管理者を中心
とした上下水道局業務改善委員会で検証を行
い、様々な再発防止対策等を行っています。
今後は、水道局全職員対象の公務員倫理研修
を実施し、高い倫理観を局内に醸成させるこ
とで、再発防止に引き続き努めてまいりま
す。

　　先般の所管事務調査において、退職金の
返納について当事者の生活の状況を考慮し、
退職金の一部または全額を返納するとある
が、その後どのような対応を行っているか。
　　当該元職員に係る退職金返納手続きにつ
いては、関係法令に基づき、必要な手続きを
行っています。

　　春木川公園整備事業は、中止ではなく、
工期遅れである。材料高騰による設計変更
で、工期がさらに遅れるようだが、工程表に
ついてはどのように管理しているのか。
　　工事期間は工程表として提出されていま
す。現在、工事期間の変更について事業者が
協議を行っており、再度提出される予定で
す。

　　立地の際に、株式会社イズミと締結した
協定書はどのような効力を持っているのか。
協定にある地域振興への協力などの不履行に
ついては賠償の対象にならないのか。
　　立地に関する協定書には、12の条項を
もって協定していますが、損害賠償を明記し
た規定はありません。
　
　水道局の件については、所管事務調査案件で
す。２年以上たちます。今後もしっかりと対応
していただきたい。

｢市民の移動手段の確保｣について

　　別府市では、市街地においても交通不便
地域が発生しており、前回の議会でも、地域
の意見を聞きながら交通不便地域の解消に向
けて取り組んでいかなければならない喫緊の
課題であるとの答弁がされた。あらためて認
識と現在の取り組み状況を伺いたい。
　　人口減少等により、地域の公共交通の維
持が厳しい状況にある中、医療や福祉、買い
物などの移動手段の確保は、市民の生きが
い、健康維持にも影響する重要な課題だと考
えています。別府市では、交通不便地域に対
しては、住民の需要、ニーズに応じた利用し
やすい運行方式を検討することとしており、
対象となる地区の自治委員や民生委員との意
見交換会を実施し、１月には住民アンケート
を行いました。

　　アンケート調査の回答状況は。
　　人口集積や地形等で優先される地域とし
て、扇山地区の70歳以上の方、1,468人を
対象に、移動手段や公共交通の利用状況、必
要な移動サービス、自宅から乗り場までの許
容時間、利用料金などのアンケートを実施し
ました。回答状況は、810件、回収率は約
55パーセントです。

　　福岡県小郡市では市、まちづくり協議
会、地域住民の協働で自治会バスを運行して
おり、交通不便地域では有効な手段であると
思う。アンケートは半数以上の回答があり、
地域住民の関心も高い。結果に沿った事業を
行うことが重要だと思うが今後の対応は。
　　当該地域では、ジャンボタクシーサイズ
の車両でも運行困難な場所があり、坂道が多
く、高齢者の徒歩での移動には大きな負担が
かかっているとの声もあります。車両の種類
や運行ルート、運賃、既存の公共交通との共
存、市の財政負担などの課題は多くあります
が、自治会バスを含めた、住民にとって利便
性の良い交通手段の確保について、引き続き
地域住民と協議してまいります。

｢新図書館・教育行政｣について

　　新図書館については、市民の意見を取り
入れながら設計を進めるよう求めてきたが、
公開されなかった。少なくとも敷地全体の平
面図は公開すべきではないか。
　　イメージ図は公開しており、レイアウト
配置の概略図も、適切な時期に公開します。

　　新図書館の駐車場はどうなるか。工事中
は今の臨時駐車場は使えないと思うが、市役
所来庁者のための代替駐車場はどうなるの
か。
　　建物が富士見通り沿いになり、駐車場は
建物の北側（水道局側）となります。工事中
の代替駐車場については、確保に努めてまい
ります。

　　建設費は32～36億円程度と言われてき
たが、最終的にはどうなるか。
　　資材高騰などにより、令和３年度からの
総事業費は45億円超と見込んでいます。

　　市立小中学校の不登校者数、いじめ件数
の推移及び５年前と現在の特別支援学級の学
級数と在籍者数の推移は。
　　不登校者数は、昨年度215人、今年度２
学期末で223人です。いじめの認知件数は、
令和２年度が1,354件、３年度が1,545件で
す。特別支援学級数と児童生徒数は、平成29
年度が46学級、186人、令和４年度が53学
級、281人です。

　　就学援助制度の利用者数と利用割合は。
　　小学校が1,011人、21%、中学校が670
人、27%です。

　　教員の長期病休者数、うち精神疾患によ
る病休者数はどうか。
　　令和４年度は長期病休者15人、うちメンタ
ル要因は11人です。

　　子どもは、様々なストレスにさらされな
がら学校生活を送っており、子育て世帯の貧
困化もすすんでいる。また、教員も様々な問
題を抱えている中、教員定数を増員するなど

行政の支援は急務であるが。
　　全ての子どもたちは、生まれた環境によっ
て夢を描けなかったり貧困に陥ったりすること
なく、幸せになる権利があります。そのために
は、こどもまんなか社会実現に向け、人と人と
のつながりを教育の中でしっかり取り組み、こ
ども見守りシステムという目に見えてこなかっ
たことを見える化しながら、全ての子どもたち
が夢を思い描けるような別府市にしていきたい
と思っています。

｢２類相当から５類への移行・学校
給食｣について

　　国は令和５年５月８日より新型コロナウ
イルス感染症の位置づけを「２類相当」から
「５類」に移行することを発表している。ま
た、先行して、３月13日からマスク着用につ
いて基本的に個人の判断に委ねられるように
なるが、５類に移行となっても感染が減少す
るということではない。今後、国は、検査や
外来診療は自己負担と打ち出している。検査
が有料になれば、不安でも検査に行かない人
も出てくるのではないかと危惧している。市
では、５類に移行することによって市民の生
活にどのような影響が出てくるか。
　　新型コロナウイルスの感染法上の位置づ
けの変更に伴い、入院や外来の取り扱いが変
更になると認識しており、これまで取ってき
た各種対策・措置等変更される部分が多くあ
ると考えております。国におけるスケジュー
ルとしましては、今後具体的な内容を検討・
調整を進めていくと伺っておりますので、具
体的な内容が示され次第、必要な対策を講じ
ていきたいと考えております。

　　学校給食に地元の食材の活用を推進して
いくにあたり、今後どのように運営をされて
いくのか。
　　食材の発注は、センター化後も教育政策
課を中心に行います。
　
　安心安全な食材で給食を届けることは､委託し
た調理業務以上に大切だと思う｡食材調達の仕組
みには要となる新たな部署の設立も視野に入れて
進め､｢こどもまんなか｣というからには､子どもた
ちの意見も聞いていただきたい。

自民党議員団
あ　　べ　　　いち　ろう

安部　一郎　 議員

公明党
あな　い　　　こう　じ

穴井　宏二　 議員
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｢南部地域の振興対策｣について

　　都市計画道路の浜脇～秋葉線（幅員16
ｍ）の事業は家屋の立ち退きも進んできた
が、朝見川の橋が現行より1.5ｍ高くなる計画
になっているため、南側の市道部分の改良が
必要になってくる。既に浜脇川の市道部分の
改良設計は出来上がっているが、住吉温泉前
から松原公園前を通り楠銀天街に通ずる道路
の計画は未定である。この事業は、楠銀天街
問題の新たな開発にとっても急務の事業では
ないか。工事は補助事業で進めてほしい。市
道整備の支障物件の除去については、国、県
の補助対象となると聞いているが、国や県に
交渉しているのか。
　　橋の北側は、市道日の出国分町線になり
ますが、都市計画道路浜脇～秋葉線に接続す
る部分で、都市計画道路の整備により影響の
出る所につきましては、地元や関係機関と協
議し、通行等の支障がないように整備を行う
こととしています。また、楠銀天街につきま
しては、アーケードを撤去した際、道路整備
を実施する予定としていますが、道路整備
は、都市再生整備計画に基づく都市構造再編
集中支援事業により国の補助金をいただくこ
とを検討しています。現在の計画では、アー
ケードの解体につきましては補助対象となっ
ておりませんが、引き続き、県とも相談しな
がら調査等をしていきます。

　　南部地区には、なかよし公園、松原公
園、浜脇公園の都市公園があり、「まちなか
公園」として住民に親しまれている。特に、
浜脇公園は隣接して、マンションや病院等が
存在する特殊な公園であり、津波等の災害時
に避難する道路が必要です。浜脇～秋葉に接
続する道路の新設を地域として要望している
が、どのようになっているか。

答　県や関係部署、関係者とで協議させてい
ただいたうえで、今後決定していくと思いま
す。ご要望については、しっかりと受け止め
たいと思います。

｢子育て支援｣について

　　こどもに関する手続きは色々とあります
が、「こども部」設置によって手続きや相談
支援についてはどのようになるか。
　　手続きについては、こども家庭課と子育
て支援課の２課で行います。相談業務につい
ては別府市保健センター内のこども家庭セン
ターが包括的窓口となります。妊娠からこど
もの成長過程において、迷うことなくひとつ
の相談窓口にてご相談いただけます。今後
は、さらに切れ目のない支援が出来るように
なります。

　　別府市は令和５年度当初予算の概要にお
いて、重点施策としてこども政策の推進を行
い、「こどもまんなか社会」を市長が提案し
ている。今後、具体的にどのような社会を目
指しているのか。
　　子どもという尊い存在を中心に施策を行
うため新設するこども部、こども家庭課、子
育て支援課とでしっかりと取り組んでまいり
ます。教育とも連携を行い、切れ目なく子ど
もたちの健全な育成に寄与します。過保護で
はなく、別府市の子どもたちが将来強く、し
なやかに生きることができるよう、また、生
まれ育った環境に関係なく、健全に自立でき
るよう、サポートをしていく必要があると思
っています。さらに、子育て環境と教育環境
の整備だけではなく、子ども見守りシステム
を活用した、ＤＸ等による子どもたちの傾向
の「見える化」を行い、集約した情報をもと

に、子どもたちの抱える課題の早期解決に努
めていきたいと思います。今までやってきた
ことを退化させることなく上積みを行い、子
ども見守りシステムの構築を行い、子どもた
ちの健全な育成に役立てていきたいと思って
います。

｢市職員の長時間労働と休職者の現状
及び対策｣について
　　令和３年９月定例会で、市職員の時間外
超過勤務時間の上限を定め、１年半経過した
が、時間外勤務の状況はどうなっているか。
　　令和４年４月から令和５年１月までの期
間における延べ人数は、月に45時間を超えた
職員が222人、100時間を超えた職員が10
人となっています。

　　月100時間超えの職員がいるが、どうい
う業務内容か。
　　参議院通常選挙や国の特別給付金等の業
務であり、臨時的な業務です。

　　条例や規則を整えても中身がなければ意
味がない。季節的に業務が多忙になる場合は
やむなしとしても、年間を通じて時間外が多
い職場の業務内容は把握できる。長時間労働
縮減の取り組みをどうしているのか。
　　月２回の時間外勤務の状況調査を行って
おり、可能性のある職員については所属長と
業務内容の確認・分析と改善を行っていま
す。

　　長期病休者、育児休暇取得者の現状は。
　　市長事務部局、教育委員会で病気休職者
10名、育児休業の取得者23名となっていま
す。

　　職員数がギリギリの中で、１人が長期病
休に入ると、残された職員に大きく負担がか
かる。対策はどうしているか。
　　病気に伴う休暇や休業については予測が
困難ですが、必要に応じて人事異動や事務分
担の見直し、正規職員の補助的業務として、
会計年度任用職員を雇用することにより対応
しています。加えて、業務改善に継続的かつ
積極的に取り組むことにより職員の負担軽減

を図ってまいります。

｢マイナポイント事業｣について

　　最大２万円分のポイントが付与される国
のマイナポイント事業について、ポイントの
申し込みに必要なマイナンバーカードの申請
期限は２月末までとなっていた。別府市のマ
イナンバーカードの申請状況はどうなってい
るか。
　　本市のマイナンバーカードの申請数は、
２月末日現在、83,193件となっています。
申請率は73.3%で、全国平均の72.6%を初
めて超えました。カードの申請期限が当初の
９月末から12月末、２月末と２回延長された
ことで、昨年の９月以降、毎月3,000件から
5,000件の申請がありました。

　　市のサポート窓口が混雑し、最大２時間
の待ち時間が発生したとのことだが、マイナ
ポイントの申し込み期限は５月末となってお
り、今回カード申請をサポートした皆さんに
対して再度、ポイント申請の支援が必要にな
ると考える。窓口の大混雑を避けるため、ど
のような取り組みをしていくのか。
　　マイナンバーカードの普及促進の取り組
みについてですが、継続的に広報を行い、皆
さまに呼び掛けていくこととともに、できる
だけ便利の良い場所で、待たずに安心して申
請ができるサポートを提供することが必要だ
と考えております。内容としましては、これ
までも市役所常設窓口のほか、市内の商業施
設や学校、職場等に年間200回以上の出張窓
口を開設し、２か月ごとに窓口のスケジュー
ルを掲載したチラシを各戸配布しました。窓
口をできるだけ、市民の皆さまの目に触れる
場所で開くことは広報の意味でも重要だと考
えており、今後につきましても、状況に応じ
予測を立てながら、質の高いサポートができ
るよう努めてまいりたいと考えています。

※マイナポイントの申し込み期限は、令和５
年３月31日に９月末まで延長されることが発
表されました。

｢デジタル化による行政業務の効率
化と利便性の向上｣について

　　マイナンバーカードの２月末での、別府
市の申請率は。
　　本市の申請数は83,193件で、人口に対
する申請率は73.3%です。普及促進に力を入
れて取り組んだ結果、全国平均の72.6%を
0.7%上回りました。

　　市役所に行かなくても申請ができる「行
かない窓口」の取り組みでは、マイナンバー
カードを利用したコンビニでの証明証交付サ
ービスなどの利用数が伸びている。一方、市
役所窓口で証明書を申請する時に、高齢者や
障がいのある方など、申請書の記載が困難な
方もいる。デジタルを活用することで申請書
を自動的に作成する「書かない窓口」の導入
に関して別府市の取り組み状況はどうか。
　　申請者の負担軽減になることから、別府
市でも、マイナンバーカードを利用した申請
書の記載内容の自動作成サービスなどの調
査、研究を行っています。国では令和５年度
の夏頃を目途に「書かないワンストップ窓
口」サービスを提供する予定になっており、
この動向を注視し、調査、研究を行っていき
ます。

　　スマートフォンなどのデジタル機器やサ
ービスの使い方をサポートする「デジタル推
進員」を増やしていくことが重要と思うが、
別府市における取り組みはどうか。
　　本市では、令和３年度に国の｢デジタル
活用支援推進事業｣を行い、スマートフォン
講座を地区公民館等で12回、延べ112名の
受講者を対象に実施しました。令和４年度
は、各地域でひとまもり・まちまもり協議会
がスマホ教室を実施し、デジタル推進クラブ
を立ち上げ、地域の人たちが講師になって開
催している協議会もあります。市では、デジ
タル活用推進員の紹介などを行い、将来的に
は「近所の人が教え合う」モデルを構築して
いきたいと考えています。

｢おじかの利活用と現状｣について

　　おじかは、市の直営で市内の子どもたち
を受け入れてきたが、令和２年10月11日か
ら施設の老朽化及び新型コロナウイルス感染
症の影響により現在の施設での利用が困難で
あることから休館している。休館前と休館後
で利用者数及び管理費はどうなっているの
か。
　　利用者数につきましては、休館前の平成
29年度から令和元年度までの３年間の平均で
8,424人、休館後の令和２年度は1,291人、
令和３年度は1,502人となっています。ま
た、管理費につきましては、休館前３か年の
平均が約4,100万円、令和２年度は約2,600
万円、令和３年度では約1,200万円となって
います。

　　おじかは昭和54年の開館以来、別府の未
来を担う子どもたちの成長・育成の場である
社会教育施設として重要な役割を担ってき
た。新型コロナウイルス感染症拡大の影響と
施設の老朽化により休館しているが、現状と
今後について教育委員会はどのように考えて
いるのか。
　　今後も引き続き、社会教育施設として提
供しなければならないと考えております。既
存施設は老朽化して耐震性が確保されていな
いこと、一部が土砂災害警戒区域に指定され
ていることを踏まえ、今後の整備の方向性を
検討しております。

　　おじかは、社会教育施設として貴重な財
産であるだけでなく、別府市民の思い入れが
深い施設であるため、より多くの市民の意見
を汲んで新たな施設としてスタートしていた
だきたいが、どのように考えているのか。
　　おじかは貴重な自然体験学習の場であ
り、これからも必要な施設であると認識して
おります。今後、おじかを宿泊学習施設とし
て継続するため、既存施設の改修方法や運営
方法等、受託事業者による専門的な知見を基
に作業を進めております。今後、学校や関係
者の方々からのご意見を伺い計画を策定して
まいりたいと考えています。

｢高齢者優待入浴券交付事業等｣
について

　　温泉による医学的効果で、疾病リスクの
軽減が実証実験で確認されている。健康寿命
延伸の観点から、以前、廃止となった高齢者
優待入浴券交付事業を復活させてはどうか。
　　福祉事業の在り方や検討委員会からの意
見、市営・区営温泉の経営状況などを総合的
に判断し、制度の廃止を行いました。市民入
浴券を利用していただき、安価な負担で健康
につなげてもらえればと考えております。

【アーバンスポーツ施設の整備について】
　　スケートボードやＢＭＸなどオリンピッ
クの影響もあり、競技人口や愛好者が増加し
ている。安心・安全な公園利用のため施設整
備をしてはどうか。
　　来年度、公園利用のニーズ調査を行う予
定です。調査結果を踏まえ整備の検討をしま
す。

【新採用教職員の頻繁な広域異動について】
　　県教育委員会の独自の異動ルールや、長
時間労働が、教職員のなり手不足や教職員未
配置の要因となっている。令和４年第３回定
例会において、異動ルールの改善に向けた意
見書を提出したが、その後の県の動向は。
　　知事から「教職員の負担を軽減し、魅力
的な採用制度や職場環境を作ってほしい」と
の要望を受け、広域異動制度の見直しを含
め、市町村教育長会議で議論を行っています。

　　異動対象者の声を県の教育委員会に伝え
ているか。
　　長距離勤務による心身の疲弊や、保育所
への送迎の難しさなどの実情を県に伝えてい
ます。

【子どもまんなか社会について】
　　公立幼稚園において、子どもへのきめ細
やかな対応を可能にする少人数学級や正規職
員の採用が必要だと思われるが、どのように
考えているか。
　　就学前教育・保育振興プログラム及びビ
ジョンを策定する中で検討していきます。

｢市は本気で棚田の多面的な活用｣
について

　　大分県は2021年に大分県農業非常事態
宣言をしている。農業を取り巻く環境は厳し
さを増しているが、市内の農地面積と耕作放
棄地面積は。
　　田畑の総面積は、479ヘクタール耕作放
棄地面積は138ヘクタールです。

　　令和４年「つなぐ棚田遺産」に別府市の
５か所が指定された。指定棚田を後世に残す
ためにも棚田の交流人口を増やすことが極め
て重要であるが具体策は。
　　別府市では、棚田イベント「湯のまち棚
田マルシェ｣、田植え・稲刈り体験などの交
流イベントを開催することで、交流人口の増
加による地域振興を考えております。

　　農業関係者の高齢化や人口減少で棚田を
守ることは難しくなっている。棚田の多面的
な活用方法として、農業と福祉＝障がい者・
高齢者・子ども・不登校児童等が安心できる
空間、憩いの空間、笑顔が溢れるテント村の
設置。農業と観光＝国内外の観光客との交
流。農業と教育＝子どもの農業体験など多面
的な活用が考えられるが。
　　農業との連携については、観光面では、
棚田交流イベントの開催、福祉では、福祉関
係者と連携をした実績がございます。また、
教育では、子ども達の収穫体験を実施してい
ます。

　　多面的な活用には、道路、トイレ、直売
所、休憩所、交流施設、駐車場の整備や新設
が必要となるが。
　　全体のバランスを見ながら、５地区の棚
田の代表者などで組織されている棚田地域振
興協議会にて、必要性についての調査、研究
を行っていきたいと考えております。

　　堂面棚田は、全国のモデルにできると信
じている。農業振興や棚田を本気で守るのは
言葉だけではできない。取り組む覚悟がある
のか。
　　棚田全体を考えつつ、堂面棚田の役割や

どのような機能を担っていくのか、持続可能
か等、できるところから具体的に協議してい
きたいと思います。

｢別府市の契約・水道局・公園行政・
株式会社イズミ｣について

　　水道局贈収賄事件について、再発防止の
ために上下水道局がどのように対応してきた
か。また、今後の取り組みについて伺いた
い。
　　再発防止については、企業管理者を中心
とした上下水道局業務改善委員会で検証を行
い、様々な再発防止対策等を行っています。
今後は、水道局全職員対象の公務員倫理研修
を実施し、高い倫理観を局内に醸成させるこ
とで、再発防止に引き続き努めてまいりま
す。

　　先般の所管事務調査において、退職金の
返納について当事者の生活の状況を考慮し、
退職金の一部または全額を返納するとある
が、その後どのような対応を行っているか。
　　当該元職員に係る退職金返納手続きにつ
いては、関係法令に基づき、必要な手続きを
行っています。

　　春木川公園整備事業は、中止ではなく、
工期遅れである。材料高騰による設計変更
で、工期がさらに遅れるようだが、工程表に
ついてはどのように管理しているのか。
　　工事期間は工程表として提出されていま
す。現在、工事期間の変更について事業者が
協議を行っており、再度提出される予定で
す。

　　立地の際に、株式会社イズミと締結した
協定書はどのような効力を持っているのか。
協定にある地域振興への協力などの不履行に
ついては賠償の対象にならないのか。
　　立地に関する協定書には、12の条項を
もって協定していますが、損害賠償を明記し
た規定はありません。
　
　水道局の件については、所管事務調査案件で
す。２年以上たちます。今後もしっかりと対応
していただきたい。

｢市民の移動手段の確保｣について

　　別府市では、市街地においても交通不便
地域が発生しており、前回の議会でも、地域
の意見を聞きながら交通不便地域の解消に向
けて取り組んでいかなければならない喫緊の
課題であるとの答弁がされた。あらためて認
識と現在の取り組み状況を伺いたい。
　　人口減少等により、地域の公共交通の維
持が厳しい状況にある中、医療や福祉、買い
物などの移動手段の確保は、市民の生きが
い、健康維持にも影響する重要な課題だと考
えています。別府市では、交通不便地域に対
しては、住民の需要、ニーズに応じた利用し
やすい運行方式を検討することとしており、
対象となる地区の自治委員や民生委員との意
見交換会を実施し、１月には住民アンケート
を行いました。

　　アンケート調査の回答状況は。
　　人口集積や地形等で優先される地域とし
て、扇山地区の70歳以上の方、1,468人を
対象に、移動手段や公共交通の利用状況、必
要な移動サービス、自宅から乗り場までの許
容時間、利用料金などのアンケートを実施し
ました。回答状況は、810件、回収率は約
55パーセントです。

　　福岡県小郡市では市、まちづくり協議
会、地域住民の協働で自治会バスを運行して
おり、交通不便地域では有効な手段であると
思う。アンケートは半数以上の回答があり、
地域住民の関心も高い。結果に沿った事業を
行うことが重要だと思うが今後の対応は。
　　当該地域では、ジャンボタクシーサイズ
の車両でも運行困難な場所があり、坂道が多
く、高齢者の徒歩での移動には大きな負担が
かかっているとの声もあります。車両の種類
や運行ルート、運賃、既存の公共交通との共
存、市の財政負担などの課題は多くあります
が、自治会バスを含めた、住民にとって利便
性の良い交通手段の確保について、引き続き
地域住民と協議してまいります。

｢新図書館・教育行政｣について

　　新図書館については、市民の意見を取り
入れながら設計を進めるよう求めてきたが、
公開されなかった。少なくとも敷地全体の平
面図は公開すべきではないか。
　　イメージ図は公開しており、レイアウト
配置の概略図も、適切な時期に公開します。

　　新図書館の駐車場はどうなるか。工事中
は今の臨時駐車場は使えないと思うが、市役
所来庁者のための代替駐車場はどうなるの
か。
　　建物が富士見通り沿いになり、駐車場は
建物の北側（水道局側）となります。工事中
の代替駐車場については、確保に努めてまい
ります。

　　建設費は32～36億円程度と言われてき
たが、最終的にはどうなるか。
　　資材高騰などにより、令和３年度からの
総事業費は45億円超と見込んでいます。

　　市立小中学校の不登校者数、いじめ件数
の推移及び５年前と現在の特別支援学級の学
級数と在籍者数の推移は。
　　不登校者数は、昨年度215人、今年度２
学期末で223人です。いじめの認知件数は、
令和２年度が1,354件、３年度が1,545件で
す。特別支援学級数と児童生徒数は、平成29
年度が46学級、186人、令和４年度が53学
級、281人です。

　　就学援助制度の利用者数と利用割合は。
　　小学校が1,011人、21%、中学校が670
人、27%です。

　　教員の長期病休者数、うち精神疾患によ
る病休者数はどうか。
　　令和４年度は長期病休者15人、うちメンタ
ル要因は11人です。

　　子どもは、様々なストレスにさらされな
がら学校生活を送っており、子育て世帯の貧
困化もすすんでいる。また、教員も様々な問
題を抱えている中、教員定数を増員するなど

行政の支援は急務であるが。
　　全ての子どもたちは、生まれた環境によっ
て夢を描けなかったり貧困に陥ったりすること
なく、幸せになる権利があります。そのために
は、こどもまんなか社会実現に向け、人と人と
のつながりを教育の中でしっかり取り組み、こ
ども見守りシステムという目に見えてこなかっ
たことを見える化しながら、全ての子どもたち
が夢を思い描けるような別府市にしていきたい
と思っています。

｢２類相当から５類への移行・学校
給食｣について

　　国は令和５年５月８日より新型コロナウ
イルス感染症の位置づけを「２類相当」から
「５類」に移行することを発表している。ま
た、先行して、３月13日からマスク着用につ
いて基本的に個人の判断に委ねられるように
なるが、５類に移行となっても感染が減少す
るということではない。今後、国は、検査や
外来診療は自己負担と打ち出している。検査
が有料になれば、不安でも検査に行かない人
も出てくるのではないかと危惧している。市
では、５類に移行することによって市民の生
活にどのような影響が出てくるか。
　　新型コロナウイルスの感染法上の位置づ
けの変更に伴い、入院や外来の取り扱いが変
更になると認識しており、これまで取ってき
た各種対策・措置等変更される部分が多くあ
ると考えております。国におけるスケジュー
ルとしましては、今後具体的な内容を検討・
調整を進めていくと伺っておりますので、具
体的な内容が示され次第、必要な対策を講じ
ていきたいと考えております。

　　学校給食に地元の食材の活用を推進して
いくにあたり、今後どのように運営をされて
いくのか。
　　食材の発注は、センター化後も教育政策
課を中心に行います。
　
　安心安全な食材で給食を届けることは､委託し
た調理業務以上に大切だと思う｡食材調達の仕組
みには要となる新たな部署の設立も視野に入れて
進め､｢こどもまんなか｣というからには､子どもた
ちの意見も聞いていただきたい。

日本共産党議員団
ひら　の　　　　ふみ　かつ

平野　文活　 議員

日本共産党議員団
み　　ま　　　きょう　こ

美馬　恭子　 議員
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式
記
録
は
本

会
議
後
に
調
製
す
る

会
議
録
と
な
り
ま
す
。

https://www.city.beppu.oita.
jp/gikai/

に
ア
ク
セ
ス
し
て
お
入
り
く
だ
さ
い
。

（
ま
た
、全
日
程
終
了
後
、概
ね
１
週

間
後
か
ら
約
２
年
間
録
画
中
継
を
放

映
し
て
い
ま
す
。）

別
府
市
議
会
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

●
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
の
中
継

Ｃ
Ｔ
Ｂ
メ
ディ
ア
と
ん
ぼ
チ
ャ
ン
ネ
ル

で
生
中
継
し
ま
す
。

●
ケ
ー
ブ
ル
テ
レ
ビ
で
の
中
継

議
案
の
提
案
理
由
説
明
、議
案
質
疑
、

一
般
質
問
な
ど

本
会
議
開
催
日（
午
前
10
時
か
ら
）

本
会
議
を

　　中
継
し
て
い
ま
す

　
別
府
市
議
会
で
は
、
市
民
の
皆
さ

ま
に
議
会
を
よ
り
身
近
に
感
じ
て
い

た
だ
け
る
よ
う
、
ケ
ー
ブ
ル
テ
レ
ビ

と
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
、
ス
マ
ー
ト
フ

ォ
ン
、
タ
ブ
レ
ッ
ト
端
末
に
よ
る
本

会
議
の
生
中
継
と
録
画
中
継
に
よ
る

本
会
議
の
放
送
を
行
っ
て
い
ま
す
。

放
送
メ
デ
ィ
ア

放
送
内
容

放
送
日
時

※議会改革推進研究会、政策研究会の詳細については、別府市議会ＨＰにて掲載しております｡

政策研究会の
調査研究報告書について

議会改革推進研究会の
活動報告について

　議会改革推進研究会では、昨年から計８
回にわたり、本市議会が抱える懸案事項の
うち、議員の長期活動不可の取り扱い、個
人情報保護条例の制定及び議会における災
害対応等について協議を重ね、協議の結果
を議会運営委員会に報告を行いました。

　本研究会では、令和３年度より地産地消
条例について役員会議を開催し、条例を制
定している他市への視察や、市内の学校給
食共同調理場等への調査・研究を実施しま
した。令和５年２月に今回の調査の結果を
政策研究会の会長より議長へ報告を行いま
した。

　
令
和
五
年
第
一
回
定
例
会
は
、
任
期

最
後
の
議
会
で
し
た
。
こ
の
四
年
間
、

様
々
な
論
議
が
議
会
で
行
わ
れ
ま
し

た
。
現
職
議
員
で
あ
る
萩
野
忠
好
議

員
、
河
野
数
則
．
議
員
が
逝
去
さ
れ
ま

し
た
。
こ
れ
ま
で
の
議
員
活
動
に
敬
意

を
表
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
ま
た
、
堀

本
博
行
議
員
、
平
野
文
活
議
員
、
荒
金

卓
雄
議
員
が
勇
退
さ
れ
、
桝
田
貢
議
員

は
鞍
替
え
を
す
る
こ
と
と
な
り
ま
し

た
。
皆
様
方
の
今
後
の
ご
活
躍
を
切
に

願
う
も
の
で
す
。

　
さ
て
、
広
報
広
聴
委
員
会
で
は
「
開

か
れ
た
議
会
」
を
目
指
し
情
報
公
開
に

努
め
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
改
革
に
取
り

組
み
ま
し
た
。
委
員
会
の
協
議
録
の
公

開
、
所
管
事
務
調
査
の
掲
載
な
ど
、
で

き
る
限
り
公
開
す
る
よ
う
に
し
ま
し

た
。
ま
た
、
Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド
を
載
せ
、
ス

マ
ー
ト
フ
ォ
ン
か
ら
も
ア
ク
セ
ス
で
き

る
よ
う
に
し
ま
し
た
。
よ
り
議
会
が
身

近
に
な
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
ま
す
。

　
最
後
に
、
市
民
の
声
を
聴
く
こ
と

が
、
議
会
、
議
員
の
基
本
原
則
で
あ
り

ま
す
。
た
く
さ
ん
の
ご
意
見
ご
要
望
を

聞
か
せ
て
い
た
だ
い
た
こ
と
に
感
謝
申

し
上
げ
編
集
後
記
と
し
ま
す
。
あ
り
が

と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

委
員
長　

安
部　
一
郎

別
府
市
議
会
広
報
広
聴
委
員
会

編
集
後
記
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